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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 
１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

評価対象事業年度 

 

年度評価 平成 29 年度 

中期目標期間 平成 28～32 年度（第４期） 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 初等中等教育局 担当課、責任者 特別支援教育課、中村信一 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、岡村直子 
 
３．評価の実施に関する事項 
平成３０年７月２０日 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、国立特別支援教育総合研究所に対しヒアリングを行うとともに、評価結果案を図り、意見を聴取する予定。 

 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし。 
 
 
５．独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の評価等に関する有識者会議 委員名簿 
岩井 雄一 全国特別支援教育推進連盟副理事長 

 内田 照雄 一般社団法人日本自閉症協会常任理事 

 佐川 桂子 千葉県立君津特別支援学校校長 

 髙木 展郎 国立大学法人横浜国立大学名誉教授 

 山中ともえ 東京都調布市立飛田給小学校長（全国特別支援学級設置学校長協会会長） 
 

 …実績報告時に法人が記載する項目。 

 …評価時に所管課が記載する項目。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 

 

 

Ｂ 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※ 

 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画及び年度計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認められるため。  

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 

 

 

特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献に関して、国の政策課題や教育現場の課題に対応した研究に一層精選・重点化する

など、研究課題の実施件数（計画値１０課題に対して実績値１０課題）、研究活動の外部評価（計画値１００％に対して実績値１００％）で目標を達成したことは評価できる。 

また、各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成に関して、研修受講者の研修終了後における指導的役割の実現状況（計画値８０％以上に対して実績値

１００％）、研修受講者が事前に設定した自己目標の研修修了直後における実現状況（計画値８０％以上に対して実績値９６％）、講義配信の受講登録数（計画値２，４００人以上に対して実績値

２，７２２人）、免許法認定通信教育及び免許法認定講習による単位取得者数（計画値７００人に対して実績値１，４７０人）、また、研修をより効果的なものとするため、受講者のアンケート結

果等を活用し、研修内容の改善等を行っていることにより、目標を大きく上回る実績であったことは高く評価できる。 

さらに、総合的な情報収集・発信や広報の充実及び関係機関等との連携強化を通じた特別支援教育に関する幅広い関係者の理解の促進に関して、研究所セミナーの参加者満足度（計画値８５％以

上に対して実績値９９％）、地域における支援機器等教材に関する研修会・展示会の開催回数（毎年度４回に対して実績値４回）、講師派遣の派遣人数（計画値４３０人以上に対して実績値４３１

人）で目標を達成したことは評価できる。 

加えて、インクルーシブ教育システム推進センター設置によるインクルーシブ教育システム構築への寄与に関して、地域実践研究の実施件数（計画値１３件に対して実績値１３件）、地域におけ

るインクルーシブ教育システム構築への貢献度（計画値９０％以上に対して実績値１００％）、インクルーシブ教育システム構築支援データベースの登録件数（計画値３６０件に対して実績値３６

２件）で目標を達成したことは評価できる。 

施設・整備の整備・管理に関して、体育館の稼働率（計画値３０％に対して実績値４４％）、グラウンドの稼働率（計画値１５％に対して実績値３６％）で目標を達成したことは評価できる。 

全体の評定を行う上で特に

考慮すべき事項 

研修の質に関する数値目標の達成や、講義配信の受講登録数等の数値目標の達成により、各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成に大きく寄与した。 

 
 

３．項目別評価における主要な課題、指摘事項など 
項目別評定で記載した課題、

指摘事項 
・講義コンテンツの充実について、高等学校を対象としたコンテンツを追加したことは評価できる。さらに、このコンテンツを高等学校に周知する手立てが必要であり、全国高等学校長会等への働 

きかけなど、直接的に高等学校に届くよう校長会等との連携が必要と考える。 

その他指摘事項 
 

特になし 

主務大臣による改善命令を

検討すべき事項 
特になし 

 
 
４．その他事項 
監事、有識者等からの意見 
 

・研究成果の教育現場等での活用状況については、実績値、達成度ともに、前年度より高くなっており、取組が評価される。 
・指導者の育成や教職員の専門的知識等の向上は重要な課題である。研修受講者が指導的な役割を各地で果たしていることは大きな成果である。 

その他特記事項 特になし 
※ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 
中期目標（中期計画） 

 
 

年度評価 項目別 
調書№ 

 

備考 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標（中期計画） 
 
 

年度評価 項目別 
調書№ 

 

備考 
 
 

２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
３１

年度 
３２

年度 
２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
３１

年度 
３２

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 特別支援教育に係る実際的・総合

的研究の推進による国の政策立案・施

策推進等への寄与及び教育現場への

貢献 

Ｂ○ Ｂ○ 

   

１－１ 

  

 

 

 

 

 

１ 業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ    ２  

２ 各都道府県等における特別支援

教育政策や教育実践等の推進に寄与

する指導者の養成 

Ａ○ Ａ○ 

   

１－２ 

         

３ 総合的な情報収集・発信や広報の

充実及び関係機関等との連携強化を

通じた特別支援教育に関する幅広い

関係者の理解の促進 

Ｂ○ Ｂ○ 

   

１－３ 

         

４ インクルーシブ教育システム推進

センター設置によるインクルーシブ

教育システム構築への寄与 

Ｂ○ Ｂ○ 

   

１－４ 

         

        Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

         １ 財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ    ３  
        Ⅳ．その他の事項 

         １ その他の事項 Ｂ Ｂ    ４  

 
※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月３０日文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所法第 12 条第１項第１号 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな

心と健やかな体の育成と信頼される学校

づくり 

施策目標２－１０ 一人一人のニーズに

応じた特別支援教育の推進 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

当該項目の重要度、難易度 

 

 

重要度「高」、優先度「高」：（１）国の政策課題等に対応した研究の推進と研究成果の普及 

研究活動は、研究所の諸活動の中核であり、国の政策立案・施策推進に寄与することはもとより、研修事業や情報普及活動を通じて研究成果を教育現場に還元する等、重要な役

割を果たす活動であるため 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

 

達成目標 

 

前中期目標期

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

研究課題の実

施件数 

計画値 毎年度 10～11 件 － 10 件 10 件    予算額（千円） 242,447 231,250    

実績値 － － 10 件 10 件    決算額（千円） 240,352 232,614    

達成度 － － 100％ 100％    従事人員数（人） 19 17    

研究成果の教

育現場等での

活用状況 

計画値 50％ － 50％ 50％     

実績値 － － 30％ 46.6％    

達成度 － － 60％ 93.2％    

研究活動の外

部評価（5段階

で 4以上の割

合） 

計画値 100％ － 100％ 100％    

実績値 － 100％ 100％ 100％    

達成度 － － 100％ 100％    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

 

中期計画 

 

年度計画 

 

主な評価指標 

 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 

（１）国の政策課題等 

に対応した研究の推進と

研究成果の普及 

 

権利条約の批准、次期障

害者基本計画の策定等、国

内外の障害者施策を取り

巻く状況の変化等を踏ま

え、特別支援教育のナショ

ナルセンターとして研究

を戦略的かつ組織的に実

施するため、国との密接な

連携による国の政策課題

に対応した研究を中心に

精選、重点化して実施し、

障害のある子供一人一人

の教育的ニーズに対応し

た教育の実現に貢献する

こと。 

これらの研究の実施に

当たっては、中期目標期間

において実施する研究に

ついて、国との協議を経て

研究体系を策定し、研究の

背景・必要性や研究の行

程、達成すべき成果を明示

したロードマップを早急

に明らかにするとともに、

各都道府県教育委員会や

特別支援学校長会等の関

係機関に対する研究ニー

ズ調査を行うことや学校

長会、保護者団体、大学等

の関係機関・団体と相互の

課題認識・研究方法・研究

資源などを共有すること

により、より効率的かつ効

果的に研究を推進するこ

（１）国の政策課題等に対応した

研究の推進と研究成果の普及 

 

 

① 研究の背景・必要性や研究の

方向性、研究所が実施する研究の

内容、達成すべき成果等、今後５

年間の研究のロードマップを明ら

かにした「研究基本計画」を策定

し、これに基づき、次の研究を戦

略的かつ組織的に実施する。 

 

イ 基幹研究：文部科学省との緊

密な連携のもとに行う、国の特別

支援教育政策の推進に寄与する研

究 

（横断的研究）各障害種別を通じ

て、国の重要な政策課題の推進に

寄与する研究（原則５年間） 

（障害種別研究）各障害種におけ

る喫緊の課題の解決に寄与する研

究（原則２年間） 

 

ロ 地域実践研究：インクルーシ

ブ教育システムの構築に向けて、

地域や学校が直面する課題の解決

のために研究所が地域と協働して

実施する研究（メインテーマのも

とに複数のサブテーマを設定、原

則２年間） 

 

② 基幹研究及び地域実践研究の

実施に当たっては、国との密接な

連携による国の政策課題に対応し

た研究を中心に精選、重点化して、

毎年度概ね 10～11 課題を実施す

る。 
 

（１）国の政策課題等に対応した研究 
の推進と研究成果の普及 
 

 

① 「研究基本計画」に基づき、次の研究

を戦略的かつ組織的に実施する。 

 
 
 
 

 

 

イ 基幹研究：文部科学省との緊密な連携

のもとに行う、国の特別支援教育政策の推

進に寄与する研究（横断的研究、障害種別

研究） 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 地域実践研究：インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、地域や学校が直面

する課題の解決のために研究所が地域と

協働して実施する研究 
 
 
 
 
② 基幹研究及び地域実践研究の実施に

当たっては、国との密接な連携による国の

政策課題に対応した研究を中心に精選、重

点化して、基幹研究６課題、地域実践研究

４課題を実施する。 

 

イ 平成 29 年度は、基幹研究を次のとお

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

・国が政策立案・施策

実施等のために必要と

する課題に関する調査

研究を毎年度 10 件程

度実施する。 

 

・教育現場における研

究成果の活用状況を毎

年度調査し、半数以上

の現場で改善に活用さ

れる。 

 

＜その他の指標＞ 

・研究成果について、

国へ提供するととも

に、都道府県等教育委

員会はもとより広く一

般に公開したか。また、

サマリー集やリーフレ

ット等を作成し、効果

的な還元を行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ17～44 

評定：Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認め

られるため。 

 

 

＜評価すべき実績＞ 

国の政策課題や教育現場の課題

に対応した研究に一層精選・重点化

するなど、研究課題の実施件数（計

画値１０～１１課題に対して実績

値１０課題）、研究活動の外部評価

（計画値１００％に対して実績値

１００％）について目標を達成し

た。一方、研究成果の教育現場等で

の活用状況は、計画値５０％のとこ

ろ、実績値４７％にとどまった。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・研究成果の教育現場等での活用状

況について、昨年度３０％から今年

度４７％に向上したものの、計画値

５０％が達成できていないことか

ら、引き続きその原因を分析し、必

要な方策を検討する必要がある。 

・今後も、特別支援学校だけではな

く、小学校・中学校、特に高等学校

においても活用が図られる実践的

な研究を行ってほしい。 

・先進的な研究をこれまで以上に行

い、その成果を各学校に発信される

ことを期待する。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・研究成果の教育現場等での活用状

況については、実績値、達成度とも

＜主要な業務実績＞ 

 

① 戦略的かつ組織的な研究の実施 

 「研究基本計画」に基づき、各地域や学校現

場におけるインクルーシブ教育システム構築の

動きが一層本格化する状況や新学習指導要領等

の本格実施に向けて特別支援教育における教育

課程に関する研究が重要であること等を踏まえ

て、国が政策立案・施策実施等のために必要と

する課題に関する調査研究として以下に示す基

幹研究６課題、地域実践研究４課題の計 10 件の

研究を実施した。また、研究は④に示したとお

り、戦略的かつ組織的に推進した。なお、これ

以外に共同研究１件、外部資金研究 17 件、受託

研究６件を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基幹研究６課題と地域実践研究４課題の実施 

 平成 29 年度に実施した研究成果の概要は以

下のとおり。 

イ 平成 29 年度の基幹研究の実施 

ⅰ）平成 28 年度からの継続研究 

（基幹研究：横断的研究） 

・「我が国におけるインクルーシブ教育システ

＜根拠＞ 

 

研究基本計画に基づき、

基幹研究（横断的研究）２

件、基幹研究（障害種別研

究）４件、地域実践研究４

件、合計 10 件を実施した。

その際、研究課題に応じて

全研究職員が障害種を横断

して柔軟な研究チームを編

成し、外部の研究協力者・

機関を登用するなど、戦略

的かつ組織的に実施した。 

 

 平成29年度の活用度調査

は、「平成 28 年度における

業務の実績に関する評価」

（平成 29 年８月）における

主務大臣の指摘事項を踏ま

え、その原因を分析し、活

用度調査の実施方法等を改

善した。 

 その結果、研究成果が現

場の改善に「活用できた」

割合が 46.6％であり、達成

度は、前年度の 60％を上回

る 93.2％となった。 

 

 全ての終了課題で、研究

成果報告書、研究成果サマ

リーを作成し、文部科学省

や関係機関へ送付した。ま

た、ガイドブック（一部は

市販）、リーフレットを作

成するとともに、これらを

研究所のホームページで公
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と。 

研究成果については、特

別支援教育に関する国の

政策立案・施策推進等に寄

与するよう国に提供する

とともに、都道府県教育委

員会・特別支援教育センタ

ー等はもとより広く一般

にも公開するなど、研究成

果等の普及を図ること。 

なお、研究成果が教育現

場等に対し有効に提供・活

用されているか否かにつ

いて検証すること。 

 

【指標】 

・インクルーシブ教育シス

テム構築における取組の

成果や課題を可視化する

ための評価指標の開発な

ど、国が政策立案・施策実

施等のために必要とする

課題に関する調査研究を

毎年度 10 件程度実施す

る。（平成 23 年度：16 件、

平成 24 年度：10 件、平成

25 年度：10 件、平成 26

年度：11 件、平成 27 年度

：11 件） 

・教育委員会、学校等の教

育現場における研究成果

の活用状況（研修会等への

活用実績や授業実践への

活用実績等）を毎年度調査

し、半数以上の現場で改善

に活用される。 

【重要度：高】【優先度：

高】 

研究活動は、研究所の諸

活動の中核であり、国の政

策立案・施策推進に直接に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り実施する。 

ⅰ）平成 28 年度からの継続研究 

（基幹研究：横断的研究） 

・我が国におけるインクルーシブ教育シス

テム構築に関する総合的研究（平成 28～

32 年度） 

・特別支援教育における教育課程に関する

総合的研究（平成 28～32 年度） 

（基幹研究：障害種別研究） 

・特別支援学校（知的障害）に在籍する自

閉症のある幼児児童生徒の実態の把握と

指導に関する研究－各部間の連続性を踏

まえた指導の検討－（平成 28～29 年度） 

・発達障害等のある生徒の実態に応じた高

等学校における通級による指導の在り方

に関する研究－導入段階における課題の

検討－（平成 28～29 年度） 

ⅱ）平成 29 年度から新規に行う研究 

（基幹研究：障害種別研究） 

・精神疾患及び心身症のある児童生徒の教

育的支援・配慮に関する研究（平成 29～

30 年度） 

・視覚障害を伴う重複障害のある児童生徒

の指導に関する研究－特別支援学校（視覚

障害）における指導を中心に－（平成 29

～30 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ム構築に関する総合的研究－インクルーシブ

教育システム構築の評価指標（試案）の作成

－」 

→各地域で展開されているインクルーシブ教

育システムの構築の成果や課題を可視化す

る評価指標（試案）を提案。 

・「特別支援教育における教育課程に関する総

合的研究－通常の学級と通級による指導の学

びの連続性に焦点を当てて－」 

→新学習指導要領が公示されることを踏まえ

て開始。特別支援教育の推進がより一層求

められることとなった通常の学級担任を対

象とした手引き書を作成（市販化を含む）。 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「特別支援学校（知的障害）に在籍する自閉

症のある幼児児童生徒の実態の把握と指導に

関する研究－目標のつながりを重視した指導

の検討－」 

→全国調査、研究協力機関の実践から指導目

標設定（見直し）におけるポイントを明ら

かにした。 

・「発達障害等のある生徒の実態に応じた高等

学校における通級による指導の在り方に関す

る研究－導入段階における課題の検討－」 

→高等学校の通級導入期の課題から「全ての

高等学校教員におさえて欲しい 10 のポイ

ント」をまとめた。 

ⅱ）平成 29 年度から新規に行う研究 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育

的支援・配慮に関する研究」 

→精神疾患・心身症について教育現場のニー

ズを明確にし、特別支援学校を中心とする

取組を集約した（２年目にガイドブックを

作成する）。 

・「視覚障害を伴う重複障害のある児童生徒の

指導に関する研究－特別支援学校（視覚障害）

における指導を中心に－」 

→特別支援学校（視覚障害）における視覚障

害を伴う重複障害の指導上の課題に関する

全国調査を実施（２年目に指導内容や方法

開し、研究所セミナーや研

修講義で活用するなど、研

究成果の効果的還元に取り

組んだ。 

 

 以上により目標を達成し

た。 

 

＜課題と対応＞ 

研究成果の活用について

の定量的指標である「半数

以上の現場で改善に活用さ

れる」の達成率は 93.2％で

あった。これについて、研

究成果の示し方のさらなる

工夫や普及方策の改善を図

る必要がある。このために

平成 30 年度には、研究成果

を利用する教育委員会等に

対して、どのような研究内

容、あるいは研究成果の示

し方であれば、より一層の

活用につながるのかを聞き

取るための訪問調査を予定

している。さらに、活用度

調査については、研究成果

を児童生徒の指導等に直接

に活用する現場である特別

支援学校を対象とした試行

的な調査の準備を進めてい

る。 

に、前年度より高くなっており、取

組が評価される。 

 

・平成２９年度から新規に行う研究

の「精神疾患及び心身症のある児童

生徒の教育的支援・配慮に関する研

究」について、発達障害の２次的な

障害としてこれらの状態にある生

徒への対応に苦慮している中学校

や高等学校でも活用できるものと

なるよう期待する。 

 

・研究活動の外部評価（5 段階で 4

以上の割合）について、ホームペー

ジや特総研の印刷物等を活かして

いるかが評価できるとよい。 

 

 

 

・第一のミッションである研究活動

について正当な評価が得られるよ

う、更に改善に取り組まれたい。 

 

 

・国の課題及びニーズ調査を踏ま

え、研究課題を適切に設定し、成果

をあげ、普及を図っていることは評

価できる。 

 

・小中学校における特別支援教育に

対する研究成果の需要は高いと思

われる。今後も、特別支援学校だけ

ではなく、小学校・中学校、特に高

等学校においても活用が図られる

実践的な研究を行ってほしい。特

に、新学習指導要領の実践となる研

究、例えば、自立活動の具体的な指

導や、特別支援学校や特別支援学級

で行われる学習評価等の先進的な

研究も望まれる。 
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寄与することはもとより、

研修事業や情報普及活動

を通じて研究成果を教育

現場に還元する等、重要

度、優先度は高い。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究課題の精選・採択や研究

計画・内容の改善を図るため、毎

年度、都道府県等教育委員会や特

別支援教育センター、学校長会等

をはじめ、広く国民に対して研究

ニーズ調査を実施するとともに、

研究計画を立案する段階におい

て、特に、期待される研究成果の

明確化に留意する。 

研究成果については、特別支援

教育に関する国の政策立案・施策

推進等に寄与するよう国に提供す

るとともに、都道府県等教育委員

会・特別支援教育センター・学校

等はもとより広く一般にも公開す

る。また、研究成果報告書のほか、

サマリー集やリーフレット、指導

資料等を作成し、研究成果の効果

的な還元を図る。 

 

 

 

 

 

ロ 平成 29 年度は地域実践研究を次のと

おり実施する。 

ⅰ）平成 28 年度からの継続課題 

・インクルーシブ教育システム構築に向け

た体制整備に関する研究（メインテーマ） 

a 地域におけるインクルーシブ教育シス

テム構築に関する研究（サブテーマ） 

b インクルーシブ教育システム構築に向

けた研修に関する研究（サブテーマ） 

・インクルーシブ教育システム構築に向け

た特別支援教育に関する実際的研究（メイ

ンテーマ） 

a 交流及び共同学習の推進に関する研究

（サブテーマ） 

b 教材教具の活用と評価に関する研究（サ

ブテーマ） 

 

③ 研究課題の精選・採択や研究計画・内

容の改善を図るため、都道府県等教育委員

会や特別支援教育センター、学校長会等を

はじめ、広く国民に対して研究ニーズ調査

を実施するとともに、研究計画を立案する

段階において、特に、期待される研究成果

の明確化に留意する。 

 

 

研究成果については、特別支援教育に関

する国の政策立案・施策推進等に寄与する

よう国に提供するとともに、都道府県等教

育委員会・特別支援教育センター・学校等

はもとより広く一般にも公開する。また、

研究成果報告書のほか、サマリー集やリー

フレット、指導資料等を作成し、研究成果

の効果的な還元を図る。 

 

 

 

 

 

 

を提案する）。 

 

ロ 地域実践研究 

 平成 29 年度は、合計で 13 の指定研究協力地

域と協働し、都道府県等教育委員会から派遣さ

れた地域実践研究員とともに研究を推進し、地

域の課題を解決する知見を得た。また、８県市

において「地域実践研究フォーラム」を実施し、

「交流及び共同学習Ｑ＆Ａ（試案）」、「タブ

レット端末活用に関するガイド」を作成するな

ど、地域や学校が直面する課題の解決に貢献す

る成果を得た。（詳細はＰ31 以降に掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研究課題の精選・採択及び研究計画・内容の

改善（研究ニーズ調査） 

 平成 29 年１月から２月にかけて、全国の都道

府県、市区町村等教育委員会、特別支援教育セ

ンター、特別支援学校、教員養成大学、各種学

校長会、教育長会等を対象として、平成 29 年度

に実施する研究課題及び今後５年間に実施予定

の研究課題についてのニーズ調査を研究所のホ

ームページ上で実施した。 

 その結果、平成 29 年度の新規研究課題（２課

題）について 204 件、第４期中期目標期間にお

ける５年間の研究計画について 38 件の回答が

あった。新規研究課題で作成する予定のガイド

ブックにおいて、取り上げる事例を工夫するこ

とや、教材・教具等についても幅広く取り上げ

ることなど、「研究実施計画」の改善を行うと

ともに、その工夫や改善の方向性については研

究所のメールマガジンを通じて報告した。また、

第４期中期目標期間における研究計画について

の意見は、平成 29 年 11 月から各研究班による

研究基本計画の改定を行う際の参考資料とする

など、研究計画や内容の改善を図った。 

・基幹研究の精選の方向と外部資金

研究・受託研究のバランスはどのよ

うに考えるか。 

 

・①の｢戦略的かつ組織的な研究｣に

ついては、インクルーシブ教育が重

要になってきている今日、独立行政

法人国立特別支援教育総合研究所

(以下、研究所)の研究活動の意味に

は、大きな物がある。学校教育現場

においてインクルーシブ教育につ

いては、言葉では理解が進んでいる

ものの、その実際や実践について

は、まだこれからのものも多くあ

る。特に、平成 30 年度から導入さ

れた高等学校における通級による

支援教育を含むインクルーシブ教

育については、理解が十分でない面

も多く認められている。そこで、研

究所に期待されるものは多くあり、

先進的な研究をこれまで以上に行

い、その成果を各学校に発信される

ことを期待する。 

 

・今日、多くの学校において、普通

級においても支援を要する児童生

徒が多く存在するようになってき

ている。このような状況の中で、普

通級に在籍はするものの、支援を要

する児童生徒に対しての対応が十

分とは言えない状況もある。このよ

うな学校現場の実態を基に、その改

善の方向を是非示して頂きたい。そ

れは、予算措置や人員の配置、とい

うことが大きく関わるが、そこに対

してのエビデンスを明確にするた

めに調査研究することが、研究所に

期待される。 

 

・全国各地の学校を訪問する機会が

ある。そこでは、各地域により、特
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④ 研究を戦略的かつ効果的に推

進するために、研究課題に応じて

外部の研究協力者・研究協力機関

を積極的に登用するとともに、横

断的研究及び地域実践研究につい

ては、障害種を超えて柔軟な研究

チームを編成する。また、学校長

会、保護者団体、大学等の関係機

関・団体と相互の課題認識・研究

方法・研究資源などを共有するこ

とにより、より効率的かつ効果的

に研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 終了した研究課題毎に、教育

委員会や学校等の教育現場におけ

る研究成果の活用状況（研修会等

での活用実績や授業実践への活用

実績等）について毎年度アンケー

ト調査を実施し、半数以上の現場

で改善に活用されているかの検証

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 研究を戦略的かつ効果的に推進する

ために、研究課題に応じて外部の研究協力

者・研究協力機関を積極的に登用するとと

もに、横断的研究及び地域実践研究につい

ては、障害種を超えて柔軟な研究チームを

編成する。また、学校長会、保護者団体、

大学等の関係機関・団体と相互の課題認識

・研究方法・研究資源などを共有すること

により、より効率的かつ効果的に研究を推

進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 終了した研究課題について、教育委員

会や学校等の教育現場における研究成果

の活用状況（研修会等での活用実績や授業

実践への活用実績等）のアンケート調査を

実施し、半数以上の現場で改善に活用され

ているかの検証を行う。 

 

・研究成果の公開 

 基幹研究、地域実践研究の全ての終了課題

で、研究成果報告書、研究成果サマリーを作

成し、文部科学省や関係機関へ送付したほか、

ガイドブック（一部は市販）や、リーフレッ

トを作成した。これらは、研究所のホームペ

ージで公開するとともに、研究所セミナーや

研修講義で活用することで研究成果の還元に

努めた。 

 

④ 研究チームの編成と各種団体との連携 

 文部科学省の特別支援教育調査官等に加え、

都道府県等教育委員会、各種学校長会、特別支

援学校、専門的な知見を有する大学教員、国立

教育政策研究所の研究官等を研究協力者として

登用した。 

 横断的研究及び地域実践研究では、研究課題

に応じて全研究職員 42 名が障害種を横断して

柔軟な研究チームを構成するなど、それぞれの

専門性を生かした研究を推進する体制とした。 

 基幹研究の実施にあたり、文部科学省のモデ

ル事業の実践を高校通級の研究の参考としたほ

か、全国特別支援学校長会の各種の調査は、関

係する研究班等が調査に協力して調査結果を共

有した。全国公立学校難聴･言語障害教育研究協

議会からは全国基本調査のデータの提供を受け

るなど、関連団体との研究資源の共有、相互活

用を行うことで研究を効率的かつ効果的に推進

した。 

 

⑤活用度調査の改善と実施 

 活用度調査については、「平成 28 年度におけ

る業務の実績に関する評価」（平成 29 年８月）

において主務大臣から、「研究成果の教育現場

等での活用状況について達成率が低いことか

ら、その原因を分析し、必要な方策を検討する

必要がある」との指摘を受けた。また、有識者

からの意見として「過去の研究成果の活用状況

を追跡できるようにすると、現場が真に必要と

している研究が見えてくるのではないか」とい

別支援教育の取り組みや向き合い

方が、学校にもよるとは思うが、一

律ではない面も感じられている。そ

れは、特別支援教育への基本的な考

え方や向き合い方の違いにもよる

と感じられる。地域や学校によっ

て、支援を要する子供たちへの対応

が異なることは、子供たち一人一人

を対象とする以上、異なることは必

要かもしれないが、関わり方への違

いに、違和感がある場合もあるの

で、特別な支援を必要とする子供達

への関わり方の大枠は、研究所が示

すことも、ある意味必要と考える。 

 

・学校にお伺いすることが多くある

が、専門的に特別支援教育に携わら

れている教諭の指導には、優れたも

のが認められている。しかし、学校

現場の現実は、特別支援教育を専門

としていない教諭も関わることが

多くある。特別支援教育を専門とし

ない教諭にも、特別支援教育の理念

や考え方を周知すると共に、その実

際についても理解を深めることが、

今日の教育状況では必要と考える。 

そのためにも、学校現場の実態を把

握するためにも、特別支援教育に関

する訪問調査は、有効である。 

 

・ニーズ調査を 3288 件送付し、回

答数はどうであったか？ 

 

・研究成果の公開は、重要である。

そこで、リーフレットの作成が、一

番効果があるように思える。それ

は、学校の教師が多忙化しているこ

とは周知の事実であるが、その中

で、時間を十分にとって研修を行っ

たり、どこかに出かけて研修するこ

とが、時間的に難しい状況である。
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う意見もあった。 

平成 28 年度の調査において、活用度が低いと

いう結果になった原因としては、1.調査の実施

時期の問題と、2.研究成果報告書のページ数が

多いなどの成果の示し方に関する問題があると

考えられた。 

 調査の実施時期については、前回の調査が行

われたのが研究成果報告書の公表（平成 28 年７

月）から半年程であり、そのため「今後、活用

する予定がある」とした回答が多かったと考え

られる。 

 次に、研究成果の示し方として、前回の調査

で、特に「活用できた」等とされた研究成果物

としてリーフレットやガイドブック等が比較的

多くあげられており、教育現場でより活用しや

すい形で示すことが重要であると考えられた。 

 これらを踏まえ、平成 29 年度は、平成 28 年

度に引き続き平成 27 年度に終了した研究課題

について、平成 30 年３月に、都道府県等教育委

員会、特別支援教育センターに対しフォローア

ップ調査として活用度を調査した。その際、望

ましい研究成果の示し方についても、併せて調

査を行った。その結果 88 件の回答（回収率は

46.1％）があり、「活用できた」が 46.6％とな

って、達成率は前回の 60％から 93.2％に増加し

た。「具体的に活用する予定がある」とした 31.8

％を加えると 78.4％となり、研究成果が、前回

と比べて、より多くの教育現場で改善に活用さ

れていると考えられた。また、研究成果の示し

方については、「リーフレット、ガイドブック、

指導の手引きなど、教員がすぐに活用できるも

の」という回答が多かったため、引き続き改善

を図る必要がある。 

そこで、簡単に日々の授業や子供た

ちとの関わりの中でいかすことの

できる資料としてのリーフレット

は、時間の余り使えない教師にとっ

ても有効な資料である。 

 

・「④ 研究チームの編成と各種団

体との連携」については、教員養成

と実践とを結び、より具体的な教育

活動を行うためにも重要である。特

に、都道府県教育委員会や校長会と

も一緒に特別支援教育を考える機

会は、重要と考える。今後、この制

度をより充実することを期待する。 

 

・「⑤活用度調査の改善と実施」に

ついては、学校現場の教師に時間的

なゆとりがないことも起因してい

ると考えられる。それは、学校の教

員全体でも、教育関係の書物の購買

数の減少にも表れている。研究成果

の教育現場の活用は、教員自体に時

間的なゆとりや研修の場を保証し

なくては、難しい状況であると考え

る。 

教師に、時間的な余裕があれば、研

究報告書のページ数が多くても読

むことは行えるが、その時間すら無

いのが、学校現場の状況であり、目

の前の日々の教育活動に追われて

いる現状から、時間的・労力的な保

証をしない限り、その解決は難しい

と考える。 

 

・改善への取り組みは高く評価でき

る。 

但し、活用の評価の 78.4％は未回収

を含めると 69/191 件 36.1％とな

る。研究成果の示し方（リーフレッ

ト・ガイドブック）の活用度の高い

方法への改善と共に回答の回収率
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の向上に取組が必要と考える。 

 

・左記に書かれているように、リー

フレットやガイドブックは、簡便に

その内容を見られるものであり、時

間的な保証が無い限り、じっくりと

内容を読み込む必要のある研究報

告書等は、読まれないのではない

か。 

そのことは、研究成果の示し方も、

一つは重要ではあるが、教師が求め

ることに対して、それを十分研究す

る時間の保証が、最も重要と考え

る。それには、人的な保証が最も近

道であり、最重要課題となる。(し

かし、いくらいっても、人的保証が

されないのが現状である。未来を生

きる子供たちをより良く教育する

には、手間暇がかかること、そのた

めに人手が必要であること。この当

たり前のことを行えるかに、日本の

未来が懸かっている。) 

 （２）評価システムの 

充実による研究の質の向

上 

 

研究の実施に当たって

は、特別支援教育政策の充

実及び教育現場の教育実

践等の推進に貢献する観

点から、内部評価及び外部

評価を実施し、研究計画・

内容の改善、研究の効果的

・効率的実施及び研究の質

的向上を図ること。また、

ＰＤＣＡサイクルを確立

し、十分に機能させ、研究

内容の更なる質的向上を

図るための評価システム

を充実すること。 

 

（２）評価システムの充実による

研究の質の向上 

 

 

① 「研究基本計画」に基づき、

研究課題毎に、国の政策課題や教

育現場の課題への貢献等の観点か

ら、中間及び終了時における内部

評価及び研究所運営委員会による

外部評価を実施し、研究計画・内

容の改善、研究の効果的・効率的

実施及び研究の質的向上を図る。

全ての研究課題について、外部評

価において、高い評価（５段階評

価で４以上）を得る。 

 

 

 

 

（２）評価システムの充実による研究の 
質の向上 
 
 
① 「研究基本計画」に基づき、研究課題

毎に、国の政策課題や教育現場の課題への

貢献等の観点から、中間及び終了時におけ

る内部評価及び研究所運営委員会による

外部評価を実施し、研究計画・内容の改善、

研究の効果的・効率的実施及び研究の質的

向上を図る。全ての研究課題について、外

部評価において、高い評価（５段階評価で

４以上）を得る。 
 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標＞ 

・外部評価において、

全ての研究において高

い評価（５段階評価で

４以上） を得る。 

 

＜その他の指標＞ 

・研究区分の特性に応

じた評価システムを構

築し、アウトカムを重

視した評価の観点・項

目の設定等を行い、評

価システムの改善を図

る。また、ＰＤＣＡサ

イクルを重視して評価

システムを運用する。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

① 内部評価と外部評価 

 内部評価として、研究の実施期間中に行われ

る中間評価、研究開始年度の年度末に行われる

初年度評価と最終年度の年度末に行われる最終

評価を行った。 

外部評価は、当研究所の運営委員会の下に置

く外部有識者で構成される外部評価部会が以下

のとおり行った。 

（外部評価） 

・期間 

平成 30 年４月〜５月 

・対象課題 

基幹研究６課題 

地域実践研究４課題 

・評価結果 

＜根拠＞ 

 

 

 

平成29年度に実施した基

幹研究６課題及び地域実践

研究４課題について、内部

評価及び外部評価を実施し

た。外部評価において全 10

課題のうち１課題がＡ+、そ

れ以外の9課題がＡとなり、

全ての課題で５段階中４以

上の評価となった。 

 

 基幹研究と地域実践研究

で異なる評価の観点を設け

るなど、研究区分の特性に

応じた評価を行うととも

に、初年度評価の観点・項

・外部評価を中心とした、評価のポ

イントの導入については、A・B等単

なる評価記号にはない評価の納得

性があり、確認者のみではなく評価

される側にとっても意義あるもの

と認められる。 

 

・教育研究の成果は、短期間で計れ

るものと、長期的に継続した方が良

い場合とがある。近年、成果主義が

蔓延し、短期間での研究成果を求め

がちであるが、企業の業績を挙げる

ための研究と、教育研究とは、その

内容や対象が異なることを、自覚し

ておかなくてはならない。教育研究

は、子供の発達や成長という長いス

パンの中で捉えなくてはならない

ものであり、短期的な教育研究も必

要ではあるが、どちらかというと長
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【指標】 

・研究所運営委員会の行う

外部評価において、全ての

研究において高い評価（５

段階評価で４以上）を得る

（平成 23 年度～平成 26

年度実績：全ての研究で４

以上の評価） 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ+、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｃ-の５段階で評価を

実施し、10 課題のうち、Ａ+評価が１課題、

Ａ評価が９課題であった。 

 

 主務大臣による評価として、「研究内容の質

的評価に関する記述も求められる」との指摘を

踏まえ、上記の５段階の定量的な評価に加えて、

外部評価の総合評価のまとめから、評価のポイ

ントをまとめた定性的な評価として、評価者の

コメントを記載した。それぞれの研究課題の評

価結果は以下のとおりである。 

ⅰ）最終評価（平成 29 年度終了課題） 

（基幹研究：横断的研究） 

・「我が国におけるインクルーシブ教育システ

ム構築に関する総合的研究－インクルーシブ

教育システム構築の評価指標（試案）の作成

－」 

→これまでのインクルーシブ教育システムに

関する本研究所の研究を発展させ、国内調

査、海外調査を実施して質の高い 8 項目の

指標をまとめたこと、都道府県教育委員会、

市町村教育委員会、幼稚園・学校の 3 機関

で整合性を持ち、それぞれが相互に活用で

きるようにまとめたことは高く評価でき

る。（評価：Ａ） 

・「特別支援教育における教育課程に関する総

合的研究－通常の学級と通級による指導の学

びの連続性に焦点を当てて－」 

→多様な学びの場における学習の連続性に着

目して、新学習指導要領に基づく教育課程

の円滑な実施につなげていこうとする重要

な研究であり、形として手引き書という成

果物を出せたことで、その成果が広く活用

される可能性が高い。（評価：Ａ+） 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「特別支援学校（知的障害）に在籍する自閉

症のある幼児児童生徒の実態の把握と指導に

関する研究－目標のつながりを重視した指導

の検討－」 

→対象の幼児児童生徒の指導の現状と課題が

明確になった意義は大きい。実践現場との

目の改善を行った。また、

いずれの研究区分において

も研究成果の活用可能性を

評価するなどアウトカムを

重視する評価の観点を設定

した。 

 評価結果は理事長名で、

それぞれの研究代表者へ速

やかにフィードバックする

など、ＰＤＣＡサイクルが

着実に実施されるように評

価システムを運用した。 

 

 以上により目標を達成し

た。 

 

＜課題と対応＞ 

 主務大臣の指摘事項とな

った研究内容の質的評価に

ついては、今後とも検討が

必要である。他機関の評価

システムを参考とするなど

評価項目、評価方法につい

て不断の見直しを行い、評

価システムの充実を図るこ

ととしている。 

   

い期間の中で、その成果を見ていか

なくてはならないと考える。 

研究所が行っている教育研究に関

しては、特別支援教育そのものが対

象としている多義的な内容につい

て、様々な視点からの研究が行われ

ており、学校現場に寄与できる研究

が数多く行われていることが評価

できる。 
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連携のもと、自立活動指導の実践課題を児

童生徒に即して具体的に明示し、かつ実際

の授業改善を通して課題解決の方策を示し

得た意義もまた大きい。（評価：Ａ） 

・「発達障害等のある生徒の実態に応じた高等

学校における通級による指導のあり方に関す

る研究－導入段階における課題の検討－」 

→今日的かつ重要な課題である高等学校にお

ける通級による指導の導入に関する本研究

は、施策においても学校現場においても重

要な内容である。今後、本研究の成果が全

ての高等学校に浸透していくことを強く期

待する。（評価：Ａ） 

（地域実践研究） 

・「地域におけるインクルーシブ教育システム

構築に関する研究」 

→対象地区における丁寧な調査により、それ

ぞれの課題が明確になっている。インクル

ーシブ教育システムの構築に向けての様々

な課題が浮き彫りにされており、これに基

づく改善点を整理し、汎化されていくこと

は重要である。研究を国の施策、自治体や

学校の方針に積極的に生かしてもらえるよ

うにすることが重要である。（評価：Ａ） 

・「インクルーシブ教育システム構築に向けた

研修に関する研究」 

→インクルーシブ教育システム構築に当たっ

ては、全ての教員が当該教育の意義と実践

を理解することが重要であり、その現状と

対応策を明らかにする本研究の意義は大き

い。協力自治体と連携し、自治体のニーズ

に即して研修のあり方を追究した研究とし

て、各地区の今後の研修のあり方の方策と

方向性が明らかになっており活用に期待す

る。（評価：Ａ） 

・「交流及び共同学習の推進に関する研究」 

→全国レベルの実態調査に基づき、地域での

取り組みや活動における課題や方向性が示

唆され、交流及び共同学習に関する実践的

効果の検証が、特別支援学校の視点のみな

らず、通常の学級の視点からも検討されて
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② 研究の評価に当たっては、研

究区分の特性に応じた評価システ

ムを構築するとともに、アウトカ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 研究の評価に当たっては、研究区分の

特性に応じた評価システムを構築すると

ともに、アウトカムを重視した評価の観点

いる。とくに具体的な実施のためのガイド

ライン的成果物が作成された点からも、研

究の目的を十分に達成できた優れた研究と

して評価できる。（評価：Ａ） 

・「教材教具の活用と評価に関する研究－タブ

レット端末を活用した指導の専門性の向上と

地域支援－」 

→インクルーシブ教育システムの構築に向け

た合理的配慮の提供にあたり、ＩＣＴ機器

は非常に重要なツールであり、その活用内

容、活用方法に関してのガイドの作成にた

どり着くことができたことは、大きな評価

に値すると考える。本研究では 10 項目のニ

ーズを整理するとともに 29 の下位項目を

設定できており、特別支援学校と小・中学

校、教育行政での今後の活用が期待できる

ものとして評価できる。（評価：Ａ） 

ⅰⅰ）初年度評価（平成 30 年度継続課題） 

（基幹研究：障害種別研究） 

・「精神疾患及び心身症のある児童生徒の教育

的支援・配慮に関する研究」 

→本研究で計画されている「精神疾患及び心

身症のある子どもの教育支援ガイドブッ

ク」は、特別支援学校（病弱）に在籍する

児童生徒だけでなく、小・中学校、高等学

校等の児童生徒にとっても活用が期待でき

る意義のある研究である。（評価：Ａ） 

・「視覚障害を伴う重複障害のある児童生徒の

指導に関する研究－特別支援学校（視覚障害）

における指導を中心に－」 

→学校現場で課題となっている、視覚障害と

他障害を併せ持つ児童生徒の指導方法の確

立を目指す意義ある研究と認められる。視

覚及び触覚活用の評価は、特別支援学校全

体の重複障害教育に資するものである。次

年度は知的障害の程度等に応じた整理も期

待したい。（評価：Ａ） 

 

② 評価システムの改善 

平成 29 年度は、平成 28 年度に引き続いて、

評価の観点として、国の政策立案や施策推進等
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ムを重視した評価の観点・項目の

設定、自己評価の充実などの評価

システムの改善を図る。また、評

価結果を研究課題の設定や研究内

容の改善に生かすとともに、研究

所の日々の研究活動の質的向上に

つなげるなど、ＰＤＣＡサイクル

を重視して評価システムを運用す

る。 

・項目の設定、自己評価の充実などの評価

システムの改善を図る。また、評価結果を

研究課題の設定や研究内容の改善に生か

すとともに、研究所の日々の研究活動の質

的向上につなげるなど、ＰＤＣＡサイクル

を重視して評価システムを運用する。 

への寄与、地方自治体の施策推進等への寄与、

学校現場での課題解決への寄与の観点で該当す

る研究成果の活用可能性を評価するなど、アウ

トカムを重視する評価の観点を設定した。また、

外部評価部会の意見に基づいて、初年度評価に

ついては、研究の進捗状況を中心にした総合評

価とし、新たに、次年度に向けた改善策や充実

につながる方策についての意見を求める項目を

追加するなど、評価の観点・項目の改善を行っ

た。 

地域実践研究については、これらに加えて指

定地域での課題解決の見込みについて項目を設

けて評価を求めるなど、研究区分の特性に応じ

た評価を行った。 

内部評価、外部評価の評価結果については、

評価結果の確定後に、理事長名で、それぞれの

研究代表者へ速やかにフィードバックし、指摘

への対応状況について次の段階の自己評価の際

に様式に記入させ、具体的な報告を求めるなど、

ＰＤＣＡサイクルが着実に実施されるように評

価システムを運用した。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 各都道府県等における特別支援教育政策や教育実践等の推進に寄与する指導者の養成 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所法第 12 条第１項第２号 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな

心と健やかな体の育成と信頼される学校

づくり 

施策目標２－１０ 一人一人のニーズに

応じた特別支援教育の推進 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

当該項目の重要度、難易度 

 

 

優先度「高」：（１）国の政策課題や教育現場のニーズ等に対応できる指導者の専門性の向上 

各都道府県等における特別支援教育の指導者養成は、喫緊の課題であり、優先度は高い。 

重要度「高」、難易度「高」：（２）各都道府県等が実施する教員の資質向上に関わる支援 

 各都道府県等が進める教職員の資質向上への支援は、喫緊の課題であり、重要度は高い。また、免許法認定通信教育は、新たにシステムを構築して運用を図るもので、コンテ

ンツの新規整備や各都道府県における試験の実施等、様々な課題があり、難易度は高い。 
 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

 

達成目標 

 

前中期目標期

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

研修受講者の研

修修了後におけ

る指導的役割の

実現状況 

計画値 80％以上 － 80％ 80％    予算額（千円） 247,370 285,147    

実績値 － － 100％ 100％    決算額（千円） 202,561 235,631    

達成度 － － 125％ 125％    従事人員数（人） 13 15    

研修受講者が事

前に設定した自

己目標の研修修

了直後における

実現状況 

計画値 80％以上 － 80％ 80％     

実績値 － － 96.4％ 96.4％ 
 

 

 

 

 

 

達成度 － － 120.5％ 120.5％    

講義配信の受講

登録数 

計画値 
中期目標期間終了ま

でに 4,000 人以上 
－ 800 人 2,400 人 

   

実績値 － － 1,877 人 2,722 人    

達成度 － － 234.6％ 113.4％    

免許法認定通信

教育及び免許法

認定講習による

単位取得者数 

計画値 
中期目標期間終了ま

でに、3,000 人以上 
－ 300 人 700 人 

   

実績値 － － 551 人 1,470 人    

達成度 － － 183.7％ 210％     

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

 

中期計画 

 

年度計画 

 

主な評価指標 

 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 

（１）国の政策課題や教育

現場のニーズ等に対応で

きる指導者の専門性の向

上 

 

インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、各

都道府県等における特別

支援教育政策や教育実践

等の推進に寄与する指導

者の養成を図るため、各都

道府県等における障害種

ごとの教育の中核となる

教職員を対象とした専門

的・技術的な研修及び各都

道府県等における指導的

立場にある教職員を対象

とした特別支援教育政策

上や教育現場等の喫緊の

課題等に対応した専門的

・技術的な研修を実施する

こと。 

研修の実施に当たって

は、その実施状況を踏まえ

た課題や改善が必要な事

項等を整理するとともに、

教員研修センターなどの

関係機関との連携等研究

所の研修に求められるニ

ーズを的確に把握し、社会

情勢の変化等を勘案した

集中と選択の観点から、研

修の背景、必要性や具体的

な内容を明らかにした研

修体系を早急に策定する

こと。 

さらに、研修を通じて、

（１）国の政策課題や教育現場の

ニーズ等に対応できる指導者の専

門性の向上 

 

 

① 研修の背景・必要性や研究所

が実施する研修の基本方針や概

要、実施体制等を明らかにした「研

修指針」を策定し、これに基づき、

次の研修を実施する。 

イ 特別支援教育専門研修：各都

道府県等の障害種毎の教育の中核

となる教職員を対象に、障害種別

にコース・プログラムを設け、そ

の専門性と指導力の向上を図る研

修（約２か月間の宿泊研修） 

・視覚障害・聴覚障害・肢体不自

由・病弱教育コース 

（視覚障害教育専修プログラム） 

（聴覚障害教育専修プログラム） 

（肢体不自由教育専修プログラ

ム） 

（病弱教育専修プログラム） 

・知的障害教育コース 

（知的障害教育専修プログラム） 

・発達障害・情緒障害・言語障害

教育コース 

（発達障害・情緒障害教育専修プ

ログラム） 

（言語障害教育専修プログラム） 

 

ロ インクルーシブ教育システム

の充実に関わる指導者研究協議会

：各都道府県等において指導的立

場に立つ指導主事や教職員を対象

に、特別支援教育政策上や教育現

場等の喫緊の課題に関する専門的

（１）国の政策課題や教育現場のニーズ等

に対応できる指導者の専門性の向上 

 

 

 

① 「研修指針」に基づき、次の研修を実

施する。 

 

 

 

イ 特別支援教育専門研修：各都道府県等

の障害種毎の教育の中核となる教職員を

対象に、障害種別にコース・プログラムを

設け、その専門性と指導力の向上を図る研

修（約２か月間の宿泊研修） 

（第一期）視覚障害・聴覚障害・肢体不自

由・病弱教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 29 年５月 15 日～平成 29

年７月 14 日 

（第二期）発達障害・情緒障害・言語障害

教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 29 年９月４日～平成 29 年

11 月８日 

（第三期）知的障害教育コース 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 30 年１月 16 日～平成 30

年３月 20 日 

募集人員計：210 名 

 

ロ インクルーシブ教育システムの充実

に関わる指導者研究協議会：各都道府県等

において指導的立場に立つ指導主事や教

職員を対象に、特別支援教育政策上や教育

現場等の喫緊の課題に関する専門的な知

識・技能等の向上を図る研修（各２日間の

＜主な定量的指標＞ 

・研修受講者の研修修

了後における指導的役

割の実現状況について

80％以上 

・研修受講者が事前に

設定した自己目標の研

修修了直後における実

現状況について80％以

上 

 

 

＜その他の指標＞ 

・研究所の研修に求め

られるニーズや社会情

勢の変化等を的確に反

映させる。また、研究

成果等の最新の知見等

をカリキュラムに取り

入れるとともに、講義

のほか、演習・研究協

議等の演習形式を多く

取り入れる等プログラ

ムの工夫を行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ45～73 

評定：Ａ 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

評価すべき実績の欄に示すとお

り、中期計画に定められた以上の業

務の進捗が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

研修受講者の研修終了後におけ

る指導的役割の実現状況（計画値８

０％以上に対して実績値１００

％）、研修受講者が事前に設定した

自己目標の研修修了直後における

実現状況（計画値８０％以上に対し

て実績値９６％）、講義配信の受講

登録数（計画値２，４００人以上に

対して実績２，７２２人）、免許法

認定通信教育及び免許法認定講習

による単位取得者数（計画値７００

人に対して実績値１，４７０人）で

目標を達成した。 

このほか、政策課題に対応して高

等学校における通級による指導に

関わる指導者研究協議会を新たに

実施したこと、平成２８年５月の発

達障害者支援法等の改正を踏まえ

た発達障害教育実践セミナーを実

施したこと、障害者スポーツの推進

に向けて、新たに、特別支援学校「体

育・スポーツ」実践指導者協議会を

実施したことなど、受講者のニーズ

に応える改善を図ったことなどか

ら、所期の計画を大きく上回る実績

を達成した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・全体及び各評価指標の課題認識は

その通りと評価する。今後も認識課

＜主要な業務実績＞ 

 

 

①「研修指針」に基づく研修の実施 

・ 当研究所の研修は、第４期中期計画に基づき、

研修の背景・必要性、研修実施の基本方針や実施

体制等を明らかにした「研修指針」を策定（平成

28年３月）し、実施している。 

イ 特別支援教育専門研修について 

・ インクルーシブ教育システムの充実に向け、各

都道府県等の障害種ごとの教育の中核となる教

職員を対象に、専門性の向上や指導力の一層の向

上を図り、今後の各都道府県等における指導者と

しての資質を高める研修を年度計画どおり実施

した。 

・ 平成 29 年度特別支援教育専門研修の募集人員

は、前年比 10 名増の計 210 名としたが、研修修

了者数は 224 名であり、募集人員に対する参加率

は 106.7％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ インクルーシブ教育システムの充実に関わる

指導者研究協議会について 

特別支援教育政策上の課題や教育現場等の喫

緊の課題等に対応し、年度計画どおりに三つの研

究協議会を実施した。 

・高等学校における通級による指導に関わる指導

＜根拠＞ 

 

 

特別支援教育専門研修

受講者の指導的役割の実

現状況、自己目標の実現状

況ともに、達成度は 120％

を超え、Ａ評価の基準を達

成した。 

また、政策課題に対応し

て高校通級研修を新たに

実施したこと、発達障害教

育指導者研究協議会を発

達障害教育実践セミナー

に改編し、定員増を図った

こと、特別支援学校「体育

・スポーツ」実践指導者協

議会を実施したことなど、

受講者のニーズに応える

改善を図った。 

さらに、各都道府県・指

定都市教育委員会等の特

別支援教育関係担当の指

導主事等に対するアンケ

ートで約 60％の指導主事

等が当研究所の研修経験

があったことからも、当研

究所の研修が都道府県等

における特別支援教育の

推進に一定の役割を果た

していることが窺える。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 特別支援学校の学習指
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国の特別支援教育政策や

研究成果等の最新の知見

等を普及するとともに、国

の特別支援教育政策の動

向や教育委員会・受講者等

の意見を踏まえたカリキ

ュラム等の見直しを行い、

ＰＤＣＡサイクルを十分

に機能させる取組を行う

こと。 

 

【指標】 

・教育委員会等派遣元に対

して調査を実施し、研修受

講者の研修修了後におけ

る指導的役割の実現状況

について 80％以上の達成

を図る。 

・研修受講者が事前に設定

した自己目標の研修修了

直後における実現状況に

ついて 80％以上の達成を

図る。 

【優先度：高】 

各都道府県等の特別支援

教育の指導者養成は、喫緊

の課題であり、優先度は高

い。 

な知識・技能等の向上を図る研修

（各２～３日間の宿泊研修） 

・就学相談・支援指導者研究協議

会 

・発達障害教育指導者研究協議会 

・交流及び共同学習推進指導者研

究協議会 

・特別支援教育のＩＣＴ活用に関

わる指導者研究協議会 

 

 

 

 

 

 

 

② 研修の実施に当たっては、教

職員支援機構などの関係機関との

連携等研究所の研修に求められる

ニーズや社会情勢の変化等を的確

に反映させる。また、インクルー

シブ教育システムの構築に向け

て、国の特別支援教育政策や研究

成果等の最新の知見等をカリキュ

ラムに取り入れるとともに、講義

のほか、演習・研究協議等の演習

形式を多く取り入れ、受講者が受

講した内容を実際の教育や活動の

中で生かせるようプログラムを工

夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊研修） 

・高等学校における通級による指導に関わ

る指導者研究協議会（連続型） 

募集人員：105 名 

実施期間： 

第１回 平成 29 年５月８日～９日 

第２回 平成 29 年８月 28 日～29 日 

第３回 平成 30 年１月９日～10 日 

・特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関わ

る指導者研究協議会 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 29 年７月 20 日～21 日 

・交流及び共同学習推進指導者研究協議会 

募集人員：70 名 

実施期間：平成 29 年 11 月 16 日～17 日 

 

② 研修の実施に当たっては、関係機関と

の連携等研究所の研修に求められるニー

ズや社会情勢の変化等を的確に反映させ

る。また、インクルーシブ教育システムの

構築に向けて、国の特別支援教育政策や研

究成果等の最新の知見等をカリキュラム

に取り入れるとともに、講義のほか、演習

・研究協議等の演習形式を多く取り入れ、

受講者が受講した内容を実際の教育や活

動の中で生かせるようプログラムを工夫

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者研究協議会の受講者数は 114 名で、募集人員

に対する参加率は平均で 96.8%であった。 

・特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関する指導

者研究協議会の受講者は 80 名で、募集人員に

対する参加率は 114％であった。 

・交流及び共同学習推進指導者研修協議会の受講

者数は 73 名で、募集人員に対する参加率は 104

％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研修カリキュラムの見直し等について 

特別支援教育専門研修及び各研究協議会の修

了直後のアンケート等を踏まえ、見やすく分かり

やすい資料の作成例の提案やシラバスに沿った

講義となるよう担当講師への要請、最新の研究

成果を講義に取り入れるなどのカリキュラムの

見直し等を行った。 

 （主な改善例） 

・インクルーシブ教育システムの充実を図るた

め、特別支援教育専門研修の「各障害種教育

論」において小・中学校等に在籍している支

援の必要な児童生徒への指導内容・方法等に

関する内容を増やすとともに、「教育と医療

・保健・福祉・労働との連携」において特別

支援学校の地域支援（センター的機能）を意

識した内容とした。 

・「各障害種教育論」において、研究成果につ

いて取りあげるとともに、新学習指導要領、

高校通級に関わる内容について、国の最新情

報や最新の調査結果を取り入れるなど、講義

内容について、随時の見直しを行った。 

・受講者が指導者として活躍できるよう共通講

義「研修の企画・運営の方法」において、グ

ループ協議を行った上で自己目標を考えさせ

るなど、協議・演習の構成を工夫した。 

導要領の改訂や高等学校

通級の制度化等、新たな教

育課題へ迅速に対応でき

るよう研究成果を十分に

研修に反映させることが

必要となってきている。こ

のため、受講者や教育委員

会等のアンケート等を基

にカリキュラムの改善を

図る等、不断の見直しを行

い、ＰＤＣＡサイクルを十

分に機能させ、今後の研修

事業の在り方の検討を早

急に進めていく必要があ

る。 

題の改善の取り組みを期待する。 

・高等学校の教員を対象として、特

別支援教育の研修の機会を多くす

ることが望まれる。 

・特別支援教育を学校経営の観点か

ら進めるため、独立行政法人教職員

支援機構が実施する研修など他機

関とも連携し、管理職への研修も検

討することが望まれる。 

・コンテンツを高等学校に周知する

手立てが必要であり、全国高等学校

長会等への働きかけなど、直接的に

高等学校に届くよう校長会等との

連携が必要と考える。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・専門研修の内容を時代に即したも

のに改編し、ニーズに応えるように

したことは、高く評価できる。学習

指導要領の改訂等の当面の課題に

ついて、これまでの研究の蓄積を生

かした実際的な研修を実施してい

くことを期待する。 

 

・指導者の育成や教職員の専門的知

識等の向上は重要な課題である。研

修受講者が指導的な役割を各地で

果たしていることは大きな成果で

ある。 

 

・インクルーシブ教育については、

その名称は、かなり周知されてきて

いるが、その内容についての理解

は、まだ十分とは言い難いと思われ

る。特に、専門性の向上や指導力の

向上は、日々の学校における教育実

践で重要である。今日通常学級に在

籍する発達障害の子供たちが増加

する中、特別支援教育専門研修の参

加者の増加傾向にも認められる。こ

の研修の意味は、重要であり、その
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③ 任命権者である教育委員会等

に対して、研修修了１年後に受講

者の指導的役割の実現状況につい

てのアンケート調査（各地域で行

う研修や研究会等の企画・立案、

講師としての参画などの指導的役

割の実現状況）を実施し、80％以

上の達成を確保する。 

また、特別支援教育専門研修の

受講者に対して、事前に設定した

研修の自己目標の修了直後におけ

る実現状況についてアンケート調

査を実施し、80％以上の達成を確

保する。 

これらのアンケート調査で、80

％を下回った場合には、研修の内

容・方法等を改善するとともに、

あわせて、国の特別支援教育政策

の動向等を踏まえたカリキュラム

等の見直しを適宜行うなど、ＰＤ

ＣＡサイクルを重視した研修の運

営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 任命権者である教育委員会等に対し

て、平成 28 年度研修受講者を対象とした

研修修了１年後における指導的役割の実

現状況（各地域で行う研修や研究会等の企

画・立案、講師としての参画などの指導的

役割の実現状況）についてのアンケート調

査を実施し、80％以上の達成を確保する。 

 

また、特別支援教育専門研修の受講者に

対して、事前に設定した研修の自己目標の

修了直後における実現状況についてアン

ケート調査を実施し、80％以上の達成を確

保する。 

 

これらのアンケート調査で、80％を下回

った場合には、研修の内容・方法等を改善

するとともに、あわせて、国の特別支援教

育政策の動向等を踏まえたカリキュラム

等の見直しを適宜行うなど、ＰＤＣＡサイ

クルを重視した研修の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高等学校における通級による指導の制度化に

向けた国の政策動向を踏まえ、導入に向けて

の経緯や検討課題、留意点等についての講義

や、既に導入している教育委員会、高等学校

の取組の紹介、連続型の研修として課題を整

理するなど、より実践的な研修を新たに実施

した。 

 

③ 教育委員会等や受講者に対するアンケート調

査 

１）特別支援教育専門研修修了１年後アンケート調

査における指導的役割の実現状況 

平成 28 年度特別支援教育専門研修修了者につ

いて、修了１年後を目途に、受講者、受講者の所

属長及び教育委員会に対し、受講者の各地域等で

の指導的役割の実現状況の把握を目的に、アンケ

ート調査を行った。 

  その結果、研修成果を教育実践に反映できてい

ると考える受講者は 99.6％、研修成果を教育実践

に反映できていると考える受講者の所属長（学校

長等）は 99％、指導的役割を実現できていると考

える教育委員会は 100％と、目標値である 80％を

超える結果となった。 

２）特別支援教育専門研修における自己目標の修了

直後における実現状況 

 平成 29 年度特別支援教育専門研修受講者の研

修修了直後における自己目標の実現状況は、第１

期は 96％、第２期は 96％、第３期は 98％と、目

標値である 80％を超える結果となった。 

また、修了直後アンケートでは、研修プログラ

ムについて、各期とも 100％のプラス評価という

結果となった。 

３）インクルーシブ教育システムの充実に関わる指

導者研究協議会修了１年後アンケート調査にお

ける指導的役割の実現状況 

平成 28 年度インクルーシブ教育システムの充

実に関わる指導者研究協議会（就学相談・支援指

導者研究協議会、発達障害教育指導者研究協議

会、特別支援教育における ICT 活用に関わる指導

者研究協議会、交流及び共同学習推進指導者研究

協議会）について、特別支援教育専門研修と同様

充実が一層求められる。 

 

 

・全体及び各評価指標の課題認識は

その通りと評価する。今後も認識課

題の改善の取り組みを期待する。 

 

・発達障害に関する研修はニーズが

高く、さらに充実させてほしい。 

 

・左記の、特別支援指導者研修にお

いては、今後高等学校教員を対象と

した研究の充実が求められる。左記

の受講者参加率が少ないのは、高等

学校教員の、特別支援教育に対して

の認識が十分でないことにもよる

と考えられる。これまで、高等学校

の多くは、いわゆる受験学力や学業

成績によってその進路が決められ

てきており、その結果、一定の高等

学校に特別の支援を要する生徒が

集中する傾向にある。そのため、学

業にあまり問題の無い高等学校の

教員は、特別支援教育に対しての意

識が低いといわざるを得ない状況

もある。このような状況を変えてい

くためにも、高等学校の教員を対象

として、特別支援教育の研修の機会

を多くすることが望まれる。 

さらに、上記のことと合わせて、研

修カリキュラムを、高等学校の全教

員対象としたものを行う必要もあ

る。特に、インクルーシブ教育につ

いては、重要であり、悉皆研修が求

められる。 

 

・「④ 発達障害教育実践セミナー、

校長会と連携した協議会の実施」 

校長会との連携は、単に協議会のみ 

ではなく、校長に就任したもの全員 

に対しての悉皆研修が求められる。 
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④ 上記のほか、幅広い学校種の教員を対

象に、広く発達障害教育の理解推進と実践

的な指導力の向上を図るための教育実践

セミナーを実施する。また、全国特別支援

学校長会と連携して、特別支援学校におけ

る体育・スポーツ活動の指導者を対象に、

指導の充実を図るための協議会を実施す

るとともに、特別支援学校寄宿舎指導員を

対象に、寄宿舎における指導の充実を図る

ための協議会を実施する。 

に、受講者、受講者の所属長及び教育委員会等に

対して、研修修了１年後アンケート調査を実施し

た。 

その結果、４研究協議会全体では、研修成果を

教育実践に反映できていると考える受講者は

95.6％、研修成果を教育実践に反映できていると

考える受講者の所属長は 97.9％、指導的役割を実

現できていると考える教育委員会は 98.9％と、目

標値である 80％を超える結果となった。 

また、平成 29 年度の研究協議会受講者に対す

る修了直後のアンケート調査結果においては、研

修プログラムについて、高等学校における通級に

よる指導に関わる指導者研究協議会で 99.7％、特

別支援教育におけるＩＣＴ活用に関する指導者

研究協議会で 100％、交流及び共同学習指導者研

究協議会で 98％のプラスの評価を得た。 

４）特別支援教育担当の指導主事等に対する研修受

講アンケート調査の実施 

都道府県・指定都市教育委員会及び特別支援教

育センター等の特別支援教育担当の指導主事等

に対し、当研究所での研修経験の有無や研修事業

に対するニーズを把握するためのアンケート調

査を、平成 30 年１月に行った。その結果、305

名（45 都道府県、15 指定都市）から回答があり、

本研究所の研修経験を有する指導主事等は 59.3

％であった。また、参加経験のある研修は特別支

援教育専門研修が 21.0％と最も多く、次いで就学

相談・支援指導者研究協議会が 15.4％となった。 

 

④ 発達障害教育実践セミナー、校長会と連携した

協議会の実施 

○ 発達障害教育実践セミナーの実施 

平成 29 年度より、新たに、広く発達障害につ

いての教員の理解促進と実践的な指導力の向上

を図るための「発達障害教育実践セミナー（テー

マ：通級による指導に期待されること）」を平成

29 年７月 28 日に開催した。募集人員 200 名のと

ころ 208 名の参加を得た。 

参加者からは、「指導者としての意識の持ち方

を考えさせられた。」「教育にもエビデンスが求

められていることがわかった。」「通級を利用し

全国の小中学校に伺う機会が多く 

あるが、特別支援教育の取り組みが 

充実している学校は、校長先生の特 

別支援教育に対しての理解がある 

学校が多い。学校長として学校経営 

に当たるに当たって、特別支援教育 

に対する理解が、子供たちの日々の 

教育に大きく影響していることか 

ら、学校長の特別支援教育への理解 

が重要と考える。そこに、各学校に 

おける学校長のリーダーシップが 

発揮されなくてはならない。 

 

・特別支援教育を学校経営の観点か

ら進めるため、独立行政法人教職員

支援機構が実施する研修など他機

関とも連携し、管理職への研修も検

討してほしい。 
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ている本人とともに指導・支援の内容を考える必

要性を感じた。」等の感想が寄せられた。実施後

のアンケートも満足度が 95％を超えるなど参加

者にはニーズの高いセミナーとなった。 

○ 全国特別支援学校長会との連携研修の実施 

全国特別支援学校長会との連携研修として、引

き続き「特別支援学校寄宿舎指導実践協議会」を

開催するとともに、障害者スポーツの推進に向け

て、新たに、「特別支援学校「体育・スポーツ」

実践指導者協議会」を開催した。 

１）特別支援学校寄宿舎指導実践協議会は、平成

29 年７月 27 日に実施し、募集人員 50 名のとこ

ろ 62 名の参加を得た。参加者アンケートでは、

全ての回答者から有意義であったとの評価を

得、満足度の高い協議会となった。 

２）特別支援学校「体育・スポーツ」実践指導者

協議会は、平成 29 年８月 18 日に実施し、募集

人員 60 名のところ、47 名の参加を得た。参加

者アンケートでは、全ての回答者から有意義で

あったとの評価を得、満足度の高い協議会とな

った。 

 （２）各都道府県等が実施

する教員の資質向上に関

わる支援 

各都道府県等における

インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けた幅広

い教員の資質向上のため、

多様な学びの場に対応し

た講義配信コンテンツの

計画的な整備を図り、イン

ターネットにより学校教

育関係者等へ配信するこ

と。また、特別支援学校教

諭免許状取得率向上のた

めの免許法認定通信教育

及び免許法認定講習を実

施すること。 

これらの実施に当たっ

ては、利用者のアンケート

調査等を基に、内容及び運

（２）各都道府県等が実施する教

員の資質向上に関わる支援 

 

① 各都道府県等における障害の

ある児童・生徒等の教育に携わる

教員をはじめ、幅広い教員の資質

向上の取組を支援するため、「研

修指針」に基づき、特別支援教育

に関する基礎的及び専門的内容の

講義を収録し、インターネットに

より学校教育関係者等へ配信す

る。 

 

イ 配信する講義コンテンツにつ

いて体系的・計画的な整備を図る

とともに、最新の情報を提供でき

るよう、計画的に更新する。また、

利用者のアンケート調査等を基

に、内容及び運用の改善を図る。 

 

（２）各都道府県等が実施する教員の資質

向上に関わる支援 

 

① 「研修指針」に基づき、特別支援教育

に関する基礎的及び専門的内容の講義を

収録し、インターネットにより学校教育関

係者等へ配信する。 

 

 

 

 

 

 

イ 配信する講義コンテンツについて体

系的・計画的な整備を図るとともに、最新

の情報を提供できるよう更新する。また、

利用者のアンケート調査等を基に、内容及

び運用の改善を図る。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講義配信の受講登録

数 2,400 人以上 

・免許法認定通信教育

及び免許法認定講習に

よる単位取得者数 700

人以上 

 

 

＜その他の指標＞ 

・講義コンテンツにつ

いて体系的・計画的な

整備を図るとともに最

新の情報を提供できる

よう更新を行う。また、

利用者のアンケート調

査等を基に内容及び運

用の改善を図ったか 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① インターネットによる講義配信 

１）講義コンテンツの充実 

都道府県等において、障害のある児童生徒等の

教育に携わる教員の資質向上を図る取組を支援

するため、インターネットによる講義配信を行っ

ている。配信する講義コンテンツについて、平成

29年度は、インクルーシブ教育システムの構築に

向け、新規に高等学校や幼稚園における特別支援

教育に対応した７コンテンツを追加し、116コン

テンツ（平成29年度末現在）とした。なお、幼稚

園向けのコンテンツについては、平成30年度にお

いて、さらに３コンテンツを公開する予定であ

る。 

（平成29年度新規コンテンツ） 

・高等学校に求められる合理的配慮と基礎的環境

整備 

・高等学校における校内支援体制づくり（１） 

＜根拠＞ 

 

 

 教員の資質向上支援に

ついて、講義配信登録者数

が 2,722 人となり、年度計

画の 2,400 人を超え達成

した。また、免許法認定通

信教育及び免許法認定講

習による単位取得者数は

1,470 人となり、年度計画

の 700 人を大幅に超え達

成した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 学習指導要領の改訂や

高等学校通級の制度化を

踏まえ、より教育現場の課

題に対応した講義配信コ

・講義コンテンツの充実について、

高等学校を対象としたコンテンツ

を追加したことは評価できる。さら

に、このコンテンツを高等学校に周

知する手立てが必要であり、全国高

等学校長会等への働きかけなど、直

接的に高等学校に届く連携が必要

と考える。 

 

・特別支援学校教諭免許状の取得率

向上のための取組については、国の

施策を支える事業として高く評価

できる。特別支援学校の教諭のみな

らず、小中高等学校の教諭の免許状

取得率向上にもつながるよう引き

続き周知に努め、幅広く展開してほ

しい。 

 

・「① インターネットによる講義

配信 １）講義コンテンツの充実」



21 
 

用の改善を図ること。 

 

【指標】 

・講義配信の受講登録者数

を、中期目標期間終了まで

に、4,000 人以上とする

（平成 28 年１月現在登録

機関数：1,156 機関。平成

28 年度以降、利便性向上

のため個人登録に変更。） 

・免許法認定通信教育及び

免許法認定講習による単

位取得者数を中期目標期

間終了までに、3,000 人以

上とする。 

【重要度：高】【難易度：

高】 

各都道府県等が進める教

職員の資質向上への支援

は、喫緊の課題であり、重

要度は高い。また、免許法

認定通信教育は、新たにシ

ステムを構築して、運用を

図るもので、コンテンツの

新規整備や各都道府県に

おける試験の実施等、様々

な課題があり、難易度は高

い。 

ロ 幼稚園、小・中学校、高等学

校、特別支援学校等に対して、幅

広く広報することにより、講義配

信の受講登録数を、中期目標期間

終了までに、4,000 人以上を確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校教諭免許状の取

得率向上のため、インターネット

を通して免許法認定通信教育を実

施する。また、特別支援教育専門

研修において、免許法認定講習及

び免許状更新講習を実施する。 

免許法認定通信教育の実施に当

たっては、免許取得率の低い領域

ロ 幼稚園、小・中学校、高等学校、特別

支援学校等に対して、幅広く広報すること

により、講義配信の受講登録数を、平成

29 年度末までに、2,400 人以上を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校教諭免許状の取得率向

上のため、インターネットを通して免許法

認定通信教育を実施する。また、特別支援

教育専門研修において、免許法認定講習及

び免許状更新講習を実施する。 

 

免許法認定通信教育の実施に当たって

は、平成 28 年 10 月から開講している視覚

特になし ・高等学校における校内支援体制づくり（２） 

・高等学校における特別な配慮を要する生徒への

進路指導 

・高等学校における特別支援教育に関する研修及

び授業研究の進め方 

・高等学校段階（思春期）における障害のある生

徒の心理と自己理解 

・幼児期における特別支援教育の考え方 

２）利用者アンケート調査等による改善 

平成28年度末から平成29年度始めにかけて講

義配信を活用して研修を実施している教育委員

会・学校・発達支援センターを抽出して実地調査

を行い、上述の幼稚園・高校教員向けのコンテン

ツの拡充につながった。 

また、収集した事例は、各学校・教育委員会に

おける教員研修等での活用事例の紹介や、多様な

ニーズに応じた研修プログラムを提案するリー

フレットの作成に活用した。 

３）広報活動の実施による登録者数の増加 

リーフレットを各種校長会や研究所セミナー、

全国特別支援教育センター協議会等で配布し、幅

広く広報を行ったことにより、登録者数は、平成

29年度末で2,722名となった（平成28年度末の

1,877名から845名の増（＋45％））。 

４）新たな取組 

・ 教育委員会や学校からのインターネット接続

が制限されている場合もあることから、教育委

員会から申し出があった場合には、自治体内の

ネットワークで活用されるよう、ファイルを提

供する取組も新たに行った。平成29年度は、東

京都及び岐阜県の教育委員会にファイルを提

供した。 

 

② インターネットによる免許法認定通信教育の

実施 

・ 平成29年度は、前期に「視覚障害児の教育課程

及び指導法（１単位）」及び「聴覚障害児の教育

課程及び指導法（１単位）」（新規）を、後期に

「視覚障害児の心理、生理及び病理（１単位）」

（新規）及び「聴覚障害児の教育課程及び指導法

（１単位）」を開設した。 

ンテンツの一層の整備を

図り、広く普及していくこ

とが必要となってきてい

る。このため、平成 30 年

度において、広報の充実や

講義配信コンテンツの新

たな整備を図っていく。 

は、高く評価できる。 

高等学校における通級制度が平成

30年度から始まったが、未だ、その

理解が十分進んでいるかというと、

否、である学校が多い。特に、学力

的に高い学校においては、その傾向

が強い。また、教員にも、特別支援

教育に対する理解は十分でない傾

向がある。それは、これまで高等学

校が教科を専門とし、教師は、それ

を教えることに終始してきたこと

からも理解できよう。(そこからの

転換を図るために、今回の学習指導

要領改訂が行われている。) 

そこで、高等学校教員に対しての特

別支援教育への理解と実行が、重要

課題となる。その対応として、｢平

成29年度新規コンテンツ｣に置い

て、その充実が図られていること

は、高く評価できる。内容的にも充

実しており、理念から実践の内容に

ついても充実している。 

後は、高等学校教師の意識改革であ

る。これが一番難しい。放っておい

ても学ばないので、悉皆研修が必要

と考える。 

高等学校における特別支援教育は、

特別支援教育への意識が高い教員

とそうで無い教員との格差が大き

い。これを無くすことが重要とな

る。 

コンテンツとしてのインターネッ

ト環境の整備も、重要となる。いく

ら良い内容を配信しても、見てもら

えなければ、意味が無い。見ようと

していない高校教員に、いかに見さ

せるかが、大きな課題でもある。 

 

・講義配信の受講登録数や、免許法

認定通信教育及び免許法認定講習

による単位取得者数の達成度が非
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から優先的に科目を開設するとと

もに、受講者の利便性を考慮した

運営の工夫を行う。 

 

免許法認定通信教育及び免許法

認定講習による単位取得者数を中

期目標期間終了までに、3,000 人

以上を確保する。 

障害領域の科目に加え、平成 29 年４月か

ら新たに聴覚障害教育領域の科目を開設

するとともに、受講者の利便性を考慮した

運営の工夫を行う。 

免許法認定通信教育及び免許法認定講

習による単位取得者数を平成 29 年度間

に、700 人以上を確保する。 

 

 

 

単位認定試験は、前期については平成29年８月

12日（土）に全国25会場で、後期については平成

30年２月３日に全国28会場で実施し、単位取得者

は1,236名となった。 

・ 受講者の利便性向上のため、試験実施会場を原

則県庁所在地に設定するとともに、障害のある者

への配慮について、本人からの聞き取りを基に措

置した。また、受講者からの質問や要望を基に、

「よくある質問」の拡充や理解度チェックテスト

を配信講義とは別に視聴できるようにするなど

の改善を図った。 

［視覚障害のある者への配慮の例］ 

・問題用紙へのチェックによる解答 

・ルーペの持参及び使用 

・試験時間の延長（1.3倍（弱視）1.5倍（盲）） 

・テキスト形式の試験問題をUSBメモリに入れ

て出題 

・パソコン上で解答し、USBメモリに入れて提

出 

［聴覚障害のある者への配慮の例］ 

・試験室内の前列、通路側に座席を設ける 

・注意事項等の説明をメモにより伝達する 

・試験開始と試験終了の合図について、近くで

手で指し示して行う 

○ 特別支援教育専門研修における免許法認定講習

及び免許状更新講習 

・ 特別支援教育専門研修においては、教育職員

免許法施行規則に基づく免許法認定講習を併せ

て開設し、講習履修者に対して試験（レポート）

による審査のうえ、特別支援学校教諭の一種又

は二種免許状の取得に必要な単位について、延

べ234名に単位の認定を行った。 

・ 当研究所の免許法認定通信教育及び免許法

認定講習による単位取得者は、中期目標で

3,000名を指標としているが、平成29年度にお

いては年度計画の700名以上の倍である1,470

名が取得しており、国の施策である免許状取

得率の向上に寄与しているものと考える。 

常に高く、時代のニーズに合ってい

る。視覚障害や聴覚障害に加え、知

的障害や肢体不自由、病弱等の教諭

免許に関する講義配信ができると

よい。 

 

・高等学校における｢通級による指

導｣の制度化に向けての取組をさら

に推進してほしい。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 総合的な情報収集・発信や広報の充実及び関係機関等との連携強化を通じた特別支援教育に関する幅広い関係者の理解の促進 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所法第 12 条第１項第４号 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな

心と健やかな体の育成と信頼される学校

づくり 

施策目標２－１０ 一人一人のニーズに

応じた特別支援教育の推進 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

当該項目の重要度、難易度 

 

 

重要度「高」：（１）戦略的かつ総合的な情報収集・発信の推進 

 特別支援教育に係る有用な情報等を、教育関係者はもとより、民間企業や各種団体等に対しても広く提供し普及を図ることは、国の特別支援教育政策を進めていく上で重要で

あるため 

優先度「高」、重要度「高」：（２）特別支援教育に関する理解啓発活動の推進 

 研究所の認知度を高めることにより、より多くの者に必要な情報の提供や特別支援教育の理解促進が進むことが期待され、障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を

尊重する共生社会の形成に資する観点から、優先度は高い。また、対象が、特別支援学校及び特別支援学級等以外であるため、これまで以上の積極的かつ効果的な広報が必要と

なり、難易度は高い 

 
２．主要な経年データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

 

達成目標 

 

前中期目標期

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

研究所セミナ

ーの参加者満

足度 

計画値 85％以上 － 85％ 85％    予算額（千円） 250,512 226,891    

実績値 － － 99.4％ 98.6％    決算額（千円） 206,722 234,331    

達成度 － － 116.9％ 116％    従事人員数（人） 14 15    

地域における

支援機器等教

材に関する研

修会・展示会の

開催回数 

計画値 毎年度４回 － ４回 ４回     

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 － － ４回 ４回 
 

 

 

 

 

 

達成度 － － 100％ 100％    

講師派遣の派

遣人数 

計画値 
前中期目標

比 25％増 
－ 430 人 430 人 

   

実績値 － － 439 人 431 人    

達成度 － － 102.1％ 100.2％    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 

 

中期計画 

 

年度計画 

 

主な評価指標 

 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 

（１）戦略的かつ総合的な

情報収集・発信の推進 

 

我が国唯一の特別支援

教育のナショナルセンタ

ーとして、特別支援教育の

政策・施策及び現状や課

題、研究所の存在や活動内

容（研究内容やその成果）

等について、学校、民間企

業、各種団体等、多方面に

周知させ、それら各方面か

らの理解・支援を得ること

ができるよう、情報収集・

発信方策や広報の在り方

を具体化し強化した広報

戦略を早急に策定するこ

と。 

また、広報戦略に基づ

き、特別支援教育に関する

政策・施策や研究活動及び

教育現場の課題等に関す

る情報を系統的に収集す

るとともに、研究所の活動

内容等と併せて、全ての学

校をはじめとする関係者

に必要かつ有益な情報が

提供されるよう、研究成果

の普及やインターネット

を通じた情報提供の量的

充実とその効果的・戦略的

な取組を推進すること。 

 

【指標】 

・情報提供のコンテンツを

充実し、広く学校、民間企

業、各種団体等に周知する

とともに、研究所メールマ

（１）戦略的かつ総合的な情報収

集・発信の推進 

 

① 特別支援教育に関する幅広い

関係者の理解・支援の確保に貢献

するため、研究所における情報収

集・発信方策や広報の在り方を具

体化し、取組を強化することを目

的に「広報戦略」を策定し、これ

に基づき、次のとおり、戦略的・

総合的に情報収集を行う。 

 

イ 研究所の研究成果をはじめ、

特別支援教育に関連する学術的な

内容から教育実践に関わる内容ま

で、幅広い情報を計画的に収集す

る。 

 

ロ 収集した情報については、専

門的な研究内容や、教育現場に必

要な実践に関する情報、理解・啓

発に関する基礎的な内容など、情

報内容に応じて、体系的・階層的

に整理して、発信する対象を考慮

したコンテンツとして整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）戦略的かつ総合的な情報収集・発信

の推進 

 

① 「広報戦略」に基づき、次のとおり、

戦略的・総合的に情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究所の研究成果をはじめ、特別支援

教育に関連する学術的な内容から教育実

践に関わる内容まで、幅広い情報を計画的

に収集する。 

 

 

ロ 収集した情報については、専門的な研

究内容や、教育現場に必要な実践に関する

情報、理解・啓発に関する基礎的な内容な

ど、情報内容に応じて、体系的・階層的に

整理して、発信する対象を考慮したコンテ

ンツとして整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

 

＜その他の指標＞ 

・特別支援教育に関連

する学術的な内容から

教育実践に関わる内容

まで幅広く情報収集

し、情報内容に応じて

整理し、発信する対象

を考慮したコンテンツ

として整備したか。 

 

・国や都道府県はもと

より、市区町村や幼・

小・中・高、保護者等

多方面に対してインタ

ーネットなど様々な手

段を活用して情報の発

信、提供を充実したか。 

 

・研究成果について、

ホームページを通じ

て、研究成果報告書の

ほか、サマリー集やリ

ーフレット等わかりや

すい形で情報提供を行

うとともに、学会発表

及び誌上発表を行った

か。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ74～89 

評定：Ｂ 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認め

られるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

研究所セミナーの参加者満足度

（計画値８５％以上に対して実績

値９９％）、地域における支援機器

等教材に関する研修会・展示会の開

催回数（毎年度４回に対して実績値

４回）、講師派遣の派遣人数（計画

値４３０人以上に対して実績値４

３１人）であり、目標を達成した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・法人のホームページの存在を知ら

ない小中学校、特に高等学校の教員

が、法人の発信している発達障害に

ついての情報に直接触れられるよ

う、小中高等学校の教員が閲覧する

様々なネットワーク等に「窓口」を

設けるなど、周知についてさらなる

工夫をしてほしい。 

・難易度は高いが、幼・小・中・高

・大学との連携を強化すること、情

報発信の推進は共生社会の実現に

とって重要な課題である。 

・研究所セミナーの参加者や講師派

遣については、どうしても限りがあ

る。研究成果については、直接伝え

るだけではなく、ＷＥＢ等の活用に

も、今後、力を入れていくことが必

要と考える。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・広報戦略（H29 年 3 月改定版）に

＜主要な業務実績＞ 

①「広報戦略」に基づく情報収集 

イ 情報収集 

・特別支援教育に関するナショナルセンターとして、

文部科学省等の国の施策に関する情報、都道府県教

育委員会等に関する情報、各種校長会等との連携や

研究協力校における実践に関する情報、関連学会で

の学術的な情報等を幅広く収集している。 

・発達障害教育に関する情報は新しく組織した発達障

害教育推進センターが、障害種をまたがる特別支援

教育の教材・支援機器等（ICT 等を含む）に関する

情報は情報・支援部が、それぞれ、文部科学省や厚

生労働省、都道府県の教育センター等と連携して、

系統的に幅広く収集している。 

 

 

ロ コンテンツの整備 

・研究成果については、研究成果報告書、サマリー集

等のほか、教育委員会や教育現場で活用できるよう

に、研究成果物（リーフレット、ガイドブック、事

例集等）としてコンテンツを整備している。研究成

果・刊行物別に提供していたコンテンツを、特別支

援教育全体と各専門領域（各障害種）別に整理して、

新たに、ホームページで情報発信できるようにし

た。 

・発達障害教育については、研修講義やＱ＆Ａを発達

障害教育推進センターのホームページで公表でき

るようにコンテンツを整備した。なお、平成 28 年

度に開設した You Tubeの NISEチャンネルで視聴で

きる発達障害教育推進センター研修講義数を増や

した（23 本中 13 本が You Tube で視聴可能）。 

・教材・支援機器等については、研究所内の展示室で

実物を展示できるように、障害種別に系統的に整備

するほか、特別支援教育の支援教材については、支

援教材ポータルサイトに掲載できるように、コンテ

ンツをデータベース化して整備した。 

＜根拠＞ 

 

特別支援教育に関連

する学術的な内容から

教育実践に関わる内容

まで幅広く情報収集し

ている。研究や研修に活

用するとともに、普及対

象を考慮し、全ての学校

をはじめとする関係者

に必要かつ有益な情報

が提供されるように充

実を図り、情報発信に取

り組んだ。 

また、ホームページで

収集した情報を提供す

るとともに、利便性の改

善や利用者サイドの視

点を取り入れて、計画ど

おり改定した。 

発達障害教育推進セ

ンターのホームページ

で公表しているコンテ

ンツは、平成 28 年度に

開設した You Tube の

NISE チャンネルで視聴

できる研修講義数を増

やした。国際化の対応に

ついても、継続して充実

させた。 

これらのことから、年

度計画を達成した。 

 

＜課題と対応＞ 

研究所のホームペー

ジのリニューアル等、情
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ガジン講読者に対して、研

究所ホームページの有用

度（研究所ホームページの

使いやすさ、情報量の多

さ、情報の検索の容易さ

等）に関するアンケート調

査を定期的に行い、毎年度

ホームページを改善する。

平成 29 年度以降、ホーム

ページの利用状況等を勘

案し、更なる改善のための

指標を検討する。 

【重要度： 高】 

特別支援教育に係る有用

な情報等を、教育関係者は

もとより、民間企業や各種

団体等に対しても広く提

供し普及を図ることは、国

の特別支援教育政策を進

めていく上で重要であり、

重要度は高い。 

 

 

② 「広報戦略」に基づき、全て

の学校をはじめとする関係者に必

要かつ有益な情報が提供されるよ

う、情報提供の量的充実とその効

果的・戦略的な取組を推進する。 

 

イ 国や都道府県、特別支援学校

はもとより、市区町村や幼稚園、

小・中学校、高等学校、保護者、

関係団体等多方面に対して、イン

ターネットなど様々な手段を活用

して、研究成果などの研究所が有

する情報の発信、提供を充実する。 

 

ロ 研究所のホームページについ

て、情報コンテンツを計画的・体

系的に整備することにより、様々

な利用者層にとって、有用でわか

りやすいものとなるようにする。

また、国際的な情報発信を強化す

るため、発達障害教育に関する情

報をはじめ、研究所が有するコン

テンツの英語版の作成を計画的に

進める。 

 

 

ハ 研究成果については、ホーム

ページを通じて、研究成果報告書

のほか、サマリー集やガイドブッ

ク、リーフレット等わかりやすい

形で情報提供を行うとともに、学

会発表及び誌上発表を行う。 

 

 

ニ 研究や国際会議・外国調査の

報告等を内容とする特総研ジャー

ナル、研究紀要、英語版のジャー

ナルである NISE Bulletin を毎年

度それぞれ１回刊行し、ホームペ

ージに掲載する。また、研究所の

 

② 「広報戦略」に基づき、全ての学校を

はじめとする関係者に必要かつ有益な情

報が提供されるよう、情報提供の量的充実

とその効果的・戦略的な取組を推進する。 

 

 

イ 国や都道府県、特別支援学校はもとよ

り、市区町村や幼稚園、小・中学校、高等

学校、保護者、関係団体等多方面に対して、

インターネットなど様々な手段を活用し

て、研究成果などの研究所が有する情報の

発信、提供を充実する。 

 

 

 

ロ 研究所のホームページについて、情報

提供コンテンツを計画的・体系的に整備す

ることにより、様々な利用者層にとって、

有用でわかりやすいものとなるようにす

る。また、国際的な情報発信を強化するた

め、発達障害教育に関する情報をはじめ、

研究所が有するコンテンツの英語版の作

成を計画的に進める。 

 

 

 

ハ 研究成果については、ホームページを

通じて、研究成果報告書のほか、サマリー

集やガイドブック、リーフレット等わかり

やすい形で情報提供を行うとともに、学会

発表及び誌上発表を行う。 

 

 

 

ニ 研究や国際会議・外国調査の報告等を

内容とする特総研ジャーナル、研究紀要、

英語版のジャーナルである NISE Bulletin

を平成 29 年度中にそれぞれ１回刊行し、

ホームページに掲載する。また、研究所の

研究成果や特別支援教育に係る最新の情

 

② 情報提供の量的充実とその効果的・戦略的な取組 

イ及びハ［研究成果などの情報発信］ 

研究成果・刊行物は、ホームページ上に掲載して

情報提供を行った。ホームページの改定にあわせ

て、特別支援教育全体と各専門領域（各障害種）別

の一覧を掲載したページを新たに作成した。 

また、印刷したサマリー集は、都道府県・市区町

村教育委員会等へ幅広く配布し、リーフレット類

は、各種の研修等で活用した。さらに、所内外の研

修や講演、文部科学省主催の説明会、研究所主催の

各種イベント、各種校長会の総会等では、パンフレ

ットを配布し、説明を行うことで普及を図った。な

お、日本特殊教育学会等での学会における発表や誌

上発表を行うことでも普及を図った。 

 

ロ及びホ［ホームページによる情報発信］ 

 ホームページについては、アンケート調査及び外

部機関の診断を受けて、平成 29 年度に改定した。

トップページはシンプルな構成とし、利用者サイド

の視点から、「研究者の方」「教育関係者の方」「障

害者・ご家族・一般利用者の方」の入口を設けて利

便性を図った。また、バナーの表示方法の改定やス

マートフォンへの対応等の改善、特別支援教育に関

する情報は新しい内容に改めた。 

インクルーシブ教育システム構築支援データベ

ース（インクルＤＢ）では、学校・地方公共団体向

けや保護者向けのＱ＆Ａを１問１答式で掲載する

ほか、研究所の研究報告や関連リンクの掲載を行

い、情報発信の充実を図った。 

 主務大臣から指摘のあった国際化の対応につい

ては、平成 29 年度に改定した英語版の研究所要覧、

英語版特総研ジャーナルの NISE Bulletin を、新た

に英語版のホームページに掲載した。 

 

ニ［各種出版物］ 

研究所の事業や研究、外国調査の報告等をまとめ

た特総研ジャーナル、英語版特総研ジャーナルの

NISE Bulletin、研究紀要第 45 巻を平成 30 年３月

に刊行し、ホームページに掲載した。また、研究所

の活動や特別支援教育の最新情報等を発信するメ

報発信体制の充実を図

ってきており、今後、更

なるコンテンツの充実

を図る。その情報を教育

現場での活用を目的と

して、具体的に幅広い教

員層へ届けることが課

題となる。そのため、中

期計画の指標の一つで

ある、研究所の認知度調

査を実施し、より効果的

な情報発信を検討する

必要がある。調査の結果

を踏まえて、研究所セミ

ナー等研究所が行うイ

ベントや国・都道府県の

研修や情報提供の機会

を有効に活用していく

方策を検討する。 

解りやすくまとめられたものに沿

って、ナショナルセンターとして関

連情報の収集・蓄積・検索・活用推

進等、量的・質的・仕組み的にも充

実したものとなっている。 

 

・国立の特別支援教育の研究所とし

て、諸機関との連携を十分図ってお

り、その成果も発信されていて、評

価できる。 

また、その成果発信も、様々な媒体

を工夫しており、現代的な諸課題に

対応しようとしていることも評価

できる。 

 

 

 

・法人のホームページの存在を知ら

ない小中学校、特に高等学校の教員

が、法人の発信している発達障害に

ついての情報に直接触れられるよ

う、小中高等学校の教員が閲覧する

様々なネットワーク等に「窓口」を

設けるなど、周知についてさらなる

工夫をしてほしい。 

 

・難易度は高いが、幼・小・中・高

・大学との連携を強化すること、情

報発信の推進は共生社会の実現に

とって重要な課題である。 

 

・「発達障害教育実践セミナー」は、

各地で行われる重要なセミナーで、

地域の特別支援教育センター等と

の連携を図りつつ、全国各地で行わ

れることに、意味がある。この充実

が図られることを期待する。 

 

・研究所セミナーの参加者や講師派

遣については、どうしても限りがあ

る。研究成果については、直接伝え
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研究成果や特別支援教育に係る最

新の情報等を紹介するメールマガ

ジンを毎月１回配信する。 

 

ホ 研究所のホームページの有用

度（ホームページの使いやすさや

情報量の多さ、情報検索の容易さ

等）に関するアンケート調査を定

期的に行い、これに基づき、毎年

度ホームページを改善する。また、

平成 29 年度以降、ホームページの

利用状況等を勘案して、更なる改

善のための指標を検討する。 

報等を紹介するメールマガジンを毎月１

回配信する。 

 

 

ホ 研究所のホームページの有用度（ホー

ムページの使いやすさや情報量の多さ、情

報検索の容易さ等）に関するアンケート調

査を行い、これに基づき、ホームページを

改善する。 

 

 

 

 

ヘ 国の政策当局や国立の研究機関に対

し、幅広く研究所の活動や研究成果等につ

いて理解を深めてもらうため、セミナーや

意見交換会を開催する。 

ールマガジンを毎月１回配信した（登録者数：平成

29 年度 9,225 人、平成 28 年度 8,786 人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ［国や国立機関への情報発信］ 

 文部科学省特別支援教育課とは、研究計画立案か

ら実施、研究成果の公表過程等で情報交換を行って

いる。他の省庁関係では、国立障害者リハビリテー

ションセンター発達障害情報・支援センターと連

携、また、国立成育医療研究センターへの情報提供

を行った。 

文部科学省の「情報ひろば」において、平成 30

年１月から４月にかけ、過去５年間の研究成果に関

するパネル、各種研究成果物の展示を行った。 

るだけではなく、ＷＥＢ等の活用に

も、今後、力を入れていくことが必

要と考える。 

 

 （２）特別支援教育に関す

る理解啓発活動の推進 

 

インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて、研

究所セミナー等の開催を

通じて、教育委員会・学校

・教員・国民への幅広い理

解啓発活動を充実するこ

と。特に、発達障害教育に

関するインターネットを

通じた情報提供の充実を

図り、幼稚園、小・中・高

等学校等の教員や保護者

への理解促進を図ること。 

また、特別支援教育にお

ける支援機器等教材に関

する情報を収集し、特別支

（２）特別支援教育に関する理解

啓発活動の推進 

 

① 教育委員会・学校・教員・国

民への幅広い理解啓発活動を充実

するため、以下の取組を実施する。 

 

イ 特別支援教育に関する教育現

場等関係機関との情報共有及び研

究成果の普及を図るため、研究所

セミナーを毎年度開催し、参加者

の満足度評価について 85％以上

を確保する。 

 

 

 

 

 

（２）特別支援教育に関する理解啓発活動

の推進 

 

① 教育委員会・学校・教員・国民への幅

広い理解啓発活動を充実するため、以下の

取組を実施する。 

 

イ 特別支援教育に関する教育現場等関

係機関との情報共有及び研究成果の普及

を図るため、研究所セミナーを開催し、参

加者の満足度評価について 85％以上を確

保する。 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

・研究所セミナーの参

加者満足度 85%以上 

・地域における支援機

器等教材に関する研修

会・展示会を４回開催

したか。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・幅広い国民に対して、

インクルーシブ教育シ

ステムの構築に関する

理解啓発を推進するた

め、ホームページ上で、

障害の基礎知識やＱ＆

Ａ等を掲載するなど、

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① 幅広い理解啓発活動の充実 

イ［研究所セミナー］について 

平成 30 年２月 16 日（金）、17 日（土）、国立

オリンピック記念青少年総合センターにおいて、

「インクルーシブ教育システムの推進－多様な学

びの場における特別支援教育の役割－」をテーマに

開催した。新学習指導要領関連の基調講演とシンポ

ジウム、当研究所の基幹研究・地域実践研究の研究

成果発表、発達障害の理解・啓発セミナーや ICT

機器の展示会等を実施した。延べ 811 名の参加があ

り、参加者アンケート（回収率 37％）において「参

加した意義があった」「やや意義があった」合計で

98.6％との回答を得た。なお、小・中学校、高等学

校の教員の参加者は、全体の 27.3％であった。 

 

＜根拠＞ 

 

 

研究所セミナーでは、

テーマを工夫したこと

により、参加者は小・中

学校、高等学校の教員も

多くあった。満足度は目

標を上回る 98.6％であ

り目標を達成した（達成

度 116%）。研究所公開は、

前年度を上回る参加者

数を確保した。これらの

ことより年度計画を達

成した。 

 

発達障害教育推進セ

ンターホームページに

・研究所公開が昨年に対し、2倍以 

上に増えたことは取り組みの成果

である。 

 

・インクルーシブ教育システム構築

に向けて、障害者理解を進めて行く

こと必須である。障害のある当事者

の教育についての発信は大事であ

るが、交流及び共同学習や小学校や

中学校で障害者理解教育をどのよ

うに進めるかなどの情報も必要で

ある。 
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援教育教材ポータルサイ

トの充実や研修会、展示会

の開催により、幼稚園、小

・中・高等学校及び特別支

援学校の全ての学校にお

いて、支援機器等教材を広

く普及させるための取組

を実施すること。 

  

 

【指標】 

・特別支援学校及び特別支

援学級等以外の学校関係

者に対する研究所の役割

や業務内容の認知度を中

期目標期間終了までに、50

％以上とする。 

・支援機器等教材に関する

研修会・展示会を毎年度、

研究所セミナーや特別支

援教育センター協議会に

おいて開催するとともに、

教育委員会・教育センター

等の協力を得て、地域の展

示会・研修会を毎年度４回

開催する。 

【優先度： 高】【難易度： 

高】 

研究所の認知度を高め

ることにより、より多くの

者に必要な情報の提供や

特別支援教育の理解促進

が進むことが期待され、障

害の有無にかかわらず誰

もが相互に人格と個性を

尊重する共生社会の形成

に資する観点から、優先度

は高い。 

また、対象が、特別支援

学校及び特別支援学級等

以外であるため、これまで

 

ロ 保護者をはじめ幅広い国民に

対して、インクルーシブ教育シス

テムの構築に関する理解啓発を推

進するため、ホームページ上のコ

ンテンツとして、障害の基礎知識

やＱ＆Ａ等を掲載するなど、情報

発信の充実を図る。 

 

ハ 研究所公開を毎年度開催し、

施設等の公開・展示を通じて、特

別支援教育の理解啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発達障害教育について、イン

ターネットを通じて幅広い国民に

情報提供の充実を図るとともに、

研究所が実施する研究や研修、関

係機関と連携した取組を総合的に

講じることにより、幼稚園、小・

中学校、高等学校等の教員や保護

者の一層の理解を促進する。 

 

 

 

 

イ 幼稚園、小・中学校、高等学

校等の教員、保護者、広く国民一

般に対して発達障害教育に必要な

知識、発達障害に関する研修等で

使用できる情報コンテンツ、理解

啓発を促すようなコンテンツを充

実し、ホームページから、情報提

供を行う。 

 

 

ロ 保護者をはじめ幅広い国民に対して、

インクルーシブ教育システムの構築に関

する理解啓発を推進するため、ホームペー

ジ上のコンテンツとして、障害の基礎知識

やＱ＆Ａ等を掲載するなど、情報発信の充

実を図る。 

 

 

ハ 研究所公開を開催し、施設等の公開・

展示を通じて、特別支援教育の理解啓発を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発達障害者支援法の改正等を踏まえ、

発達障害に関する理解啓発や支援の充実

を図るため、発達障害教育情報センターを

発達障害教育推進センターに改組し、同セ

ンターにおいて、インターネットを通じて

幅広い国民への発達障害教育に関する情

報提供の充実を図るとともに、研究所が実

施する研究や研修、関係機関と連携した取

組を総合的に講じることにより、幼稚園、

小・中学校、高等学校等の教員や保護者の

一層の理解を促進する。 

 

イ 幼稚園、小・中学校、高等学校等の教

員、保護者、広く国民一般に対して発達障

害教育に必要な知識、発達障害に関する研

修等で使用できる情報コンテンツ、理解啓

発を促すようなコンテンツを充実し、ホー

ムページや動画配信を通じて情報提供を

行う。 

 

 

情報発信の充実を図っ

たか。 

 

・研究所公開の開催を

通じて特別支援教育の

理解啓発を図ったか。 

 

 

ロ［ホームページ］について 

（１）② ロ及びホ［ホームページによる情報発信］

と同じ。 

 

 

 

 

 

ハ［研究所公開］について 

 平成 29 年度の研究所公開を、筑波大学附属久里

浜特別支援学校の学校公開と同日開催で、平成 29

年 11 月 11 日（土）に実施した。テーマを「つかめ

情報！がっつり体験！つながる特総研！～障害に

ついて考えよう～」として、体験型展示、障害の疑

似体験や研究成果等、実生活や教育現場において有

効な情報を紹介した。学校教員や小学生、会社員等、

919 名の参加（平成 28 年度の参加者数 438 名）が

あった。 

 

② 発達障害教育に関する情報提供・理解啓発 

平成 29 年度から発達障害教育情報センターを発

達障害教育推進センターとして機能を拡充した。イ

ンターネットによる情報提供の充実に加え、教員等

の実践的な指導力の向上を図るセミナーや、関係機

関と連携した各地域における理解啓発の推進に重

点を置いた取組を今年度から新たに始めた。 

 

 

 

 

 

イ 発達障害教育推進センターホームページについ

て、スマートフォンでも円滑に閲覧しやすいように

トップページのリニューアルを行った。「研修講義」

では情報提供が少なかった高等学校に関する講義

を２本追加するとともに、YouTube 化を進め、23

本中 13 本が YouTube で閲覧できるようになった。

「イベント情報」では各都道府県・指定都市教育委

員会及び教育センター等との連携により、ユーザー

が身近な地域で研修等の機会が得られるよう情報

ついて、トップページの

リニューアル、YouTube

化の推進、研修やイベン

トの研修情報の年間約

120 件の掲載など、コン

テンツの充実を図った。 

 

「発達障害教育実践

セミナー」では、参加者

の高い満足度が得られ、

実践的な指導力の向上

に寄与した。 

「発達障害地域理解

啓発事業」は全国４カ所

で2,000名以上の参加を

得ることができ、地域の

ニーズに応じた理解促

進が図れた。 

 

国立障害者リハビリ

テーションセンター発

達障害情報・支援センタ

ー及び発達障害者支援

センター全国連絡協議

会と連携し、福祉・医療

・就労・教育の関連情報

の共有化と相互利用を

推進した。 

 

 教材・支援機器等に関

する情報を計画的かつ

着実に幅広く収集し、研

究所内の展示室の充実、

支援機器等教材に関す

る研修会・展示会を計画

通り４か所で開催した

ことから、年度計画を達

成した。 

 

＜課題と対応＞ 

課題として、教育現場
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以上の積極的かつ効果的

な広報が必要となり、難易

度は高い。 

 

 

 

ロ 発達障害教育に関する研究成

果の普及や発達障害教育に係る指

導者養成を通じて、発達障害に係

る理解促進を図る。また、厚生労

働省の発達障害情報・支援センタ

ー及び都道府県等の特別支援教育

センターと連携して、関連情報の

共有化と相互利用を推進し、より

幅広く情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幼稚園、小・中学校、高等学

校及び特別支援学校において、特

別支援教育における支援機器等教

材を広く普及させるため、以下の

取組を実施する。 

イ 研究所のｉライブラリー（教

育支援機器等展示室）や発達障害

教育推進センター教材・教具展示

室を計画的に整備するとともに、

支援機器等に関する情報を特別支

援教育教材ポータルサイトに掲載

し、ホームページ上で活用できる

ように情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発達障害教育に関する研究成果の普

及や発達障害教育に係る指導力の向上を

図るため、「発達障害教育実践セミナー」

を実施し、発達障害に係る指導・支援の充

実と理解促進を図る。また、厚生労働省の

発達障害情報・支援センター及び都道府県

等の特別支援教育センターと連携して、関

連情報の共有化と相互利用を推進し、より

幅広く情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 幼稚園、小・中学校、高等学校及び特

別支援学校において、特別支援教育におけ

る支援機器等教材を広く普及させるため、

以下の取組を実施する。 

 

イ 研究所のｉライブラリー（教育支援機

器等展示室）や発達障害教育推進センター

展示室を計画的に整備するとともに、支援

機器等に関する情報を特別支援教育教材

ポータルサイトに掲載し、ホームページ上

で活用できるように情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

収集を行い、年間約 120 件を掲載した。 

 

ロ 今年度から新たに発達障害教育の理解推進と実

践的な指導力の向上を図る「発達障害教育実践セミ

ナー」を 7 月 28 日に開催し、小・中学校の教員を

はじめ 208 名が参加した。実施後のアンケートで

は、満足度が 98.8％であった。 

都道府県等の特別支援教育センターや福祉機関

等と連携して、関連情報の共有化と相互利用を推進

し、より幅広く情報提供を行うため、「発達障害地

域理解啓発事業」を全国４カ所（千葉県習志野市、

神奈川県川崎市、徳島県、宮崎県）で実施した。教

員及び教育委員会関係者、福祉関係者、保護者、一

般市民など総計で 2000 名以上の参加を得た。 

国立障害者リハビリテーションセンター発達障

害情報・支援センターとの連携会議を定期的に開催

（平成 29 年度は３回）するとともに TV 会議による

困難事例の検討会議を開始した。発達障害者支援セ

ンター全国連絡協議会懇談会（平成 29 年 4月と 30

年 3月）に参加し、地域における支援体制の構築の

ために必要なことについて、福祉・医療・就労の関

係者との情報交換を通して連携を深めた。 

 

③ 支援機器等教材の普及 

イ［展示室及びポータルサイト］ 

収集した情報を基に、ｉライブラリー（教育支援

機器等展示室）や発達障害教育推進センター展示室

を整備し、研究所訪問者への公開を行った。平成

29 年度のｉライブラリー見学者総数は、59 団体、

778 名（平成 28 年度、625 名）、発達障害教育推進

センター展示室は 1,047 名（平成 28 年度、900 名）

であった。 

ICT 機器等の教育現場での活用をめざして、教室

をモデルとした第２ｉライブラリーの整備と、機器

の貸出等を平成 30 年度より実施できるように準備

を行った。支援機器等に関する情報は、特別支援教

育教材ポータルサイトに掲載し、インターネットを

通じて情報提供を行った。平成 29 年末時点で、760

件（平成 28 年度、745 件）の教材・支援機器と 170

件（平成 28 年度、122 件）の実践事例を掲載して

いる。 

において研究所の情報

が十分に普及していな

いことがある。研究所セ

ミナー、発達障害教育推

進センターの理解啓発

事業、ICT 等支援機器・

教材等の地域展示会等

研究所が主催するイベ

ント及び所外の講師派

遣等のあらゆる機会に

研究所のホームページ

の活用を促す必要があ

る。 

また、ｉライブラリー

の拡充等により、教育現

場での支援機器等活用

のための情報普及を進

めていく。 

今後、保護者をはじめ

幅広い国民が利用でき

るように、ホームページ

上のＱ＆Ａについては、

量的な充実を図り、効果

的な情報発信を検討す

る。 

国立障害者リハビリ

テーションセンターと

さらなる連携を図り、的

確で正しい情報の収集

と提供の方法について

検討を進めていく。 
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ロ 支援機器等教材に関する研修

会・展示会を毎年度、研究所セミ

ナーや全国特別支援教育センター

協議会において開催するととも

に、教育委員会や教育センター等

の協力を得て、地域における研修

会・展示会を毎年度４回開催する。 

 

 

④ これらの取組を通して、特別

支援学校及び特別支援学級等以外

の学校関係者に対する研究所の役

割や業務内容についての認知度を

中期目標期間終了までに、50％以

上とする。 

 

ロ 支援機器等教材に関する研修会・展示

会を研究所セミナー及び全国特別支援教

育センター協議会において開催するとと

もに、教育委員会や教育センター等の協力

を得て、地域における研修会・展示会を平

成 29 年度中に４回開催する。また、教育

センターの協力を得て開催する展示会に

おいては、発達障害教育に関する教材・教

具等の展示や疑似体験の機会を設けるこ

とにより、地域における理解啓発を促進す

る。 

 

 

 

ロ［支援機器等教材に関する研修会・展示会］ 

教育支援機器等及び発達障害教育教材の展示会

については、研究所セミナーの会場、全国特別支援

教育センター協議会、研究所公開で開催するととも

に、教育委員会、教育センター等の協力を得て、各

地域での研修会やセミナーを活用した形で、下記の

４カ所で開催した。このときに、支援機器等や教材

を実際に触れるような展示とするとともに、疑似体

験を行う機会も設定した。 

・大分県教育センター（6/28） 

・静岡県総合教育センター（7/5） 

・岩手県立総合教育センター（10/6） 

・青森県総合学校教育センター（11/24-25） 

 （３）関係団体等との連携

による学校支援及び日本

人学校への相談支援 

校長会、教育委員会、教

育センター等関係団体と

連携した学校への情報提

供を充実し、効率的・効果

的な特別支援教育に関す

る情報の普及を図ること。

また、要請に応じ講師派遣

を行うなど、各都道府県等

における特別支援教育の

施策推進を支援すること。 

日本人学校に対して、保護

者も含めた関係者への情

報発信を行うとともに、教

育相談支援等を必要に応

じて行うこと。 

 

【指標】 

・各都道府県・市町村等へ

の講師派遣を前中期目標

期間に比して 25％以上増

加させる（平成 23 年度～

平成 26 年度累計：1,340

（３）関係団体等との連携による

学校支援及び日本人学校への相談

支援 

 

① 校長会や教育委員会、教育セ

ンター等との関係強化を図り、関

係団体が主催する各種会議等を活

用して、効率的・効果的に特別支

援教育に関する情報を普及する。

また、世界自閉症啓発デーに対応

したシンポジウムなど、特別支援

教育の関係機関や保護者団体等と

連携した事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関係団体等との連携による学校支援

及び日本人学校への相談支援 

 

 

① 校長会や教育委員会、教育センター等

との関係強化を図り、関係団体が主催する

各種会議等を活用して、効率的・効果的に

特別支援教育に関する情報を普及する。ま

た、世界自閉症啓発デー2017 シンポジウ

ム本部大会へ参画するとともに、筑波大学

附属久里浜特別支援学校と連携し、世界自

閉症啓発デー2017in 横須賀を開催する。

加えて、全国特別支援学校長会と連携した

事業として、「寄宿舎指導員実践研究協議

会」及び「体育・スポーツ指導者実践協議

会」を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講師派遣の派遣人数 

 

＜その他の指標＞ 

・筑波大学附属久里浜

特別支援学校と連携

し、世界自閉症啓発デ

ー2017in横須賀を開催

したか。 

 

・日本人学校に対して、

特別支援教育に関する

情報提供を定期的（年

３回）に実施したか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

① 特別支援教育に関する理解啓発を効果的・効率的

に進めるために、ナショナルセンターとして、教育

委員会や学校、関係機関等の相互のネットワークの

要として、関係団体との連携を進めている。関係団

体が主催する各種会議に出席し、研究所からの研究

成果等の特別支援教育関する情報提供を行うとと

もに、要請に応じた支援を行うことで、連携強化を

図った。研究所要覧や各種案内等を 5,895 部配布

し、研究所の認知度向上に努めた。 

 

平成 29 年 4 月 8 日に開催された「世界自閉症啓

発デー2017 シンポジウム」に共催団体として参画

した。全国から約 400 名の参加があった。当研究所

からは実行委員 5 名を含め 11 名がスタッフを担当

した。また、筑波大学附属久里浜特別支援学校と連

携し、「世界自閉症啓発デー2017 in 横須賀」を横

須賀市障害者週間キャンペーンの関連行事として

平成 30 年 1 月 24 日に開催した。当日は 160 名の参

加者があり、イベントの様子や参加者の感想等につ

いては、ホームページ等で広く発信した。 

加えて、生涯学習や障害者スポーツの普及を目的

＜根拠＞ 

 

 

 

 全国特別支援学校長

会をはじめ、各関係団体

等との関係強化を図っ

た。また、筑波大学附属

久里浜特別支援学校と

連携し、世界自閉症啓発

デー2017in 横須賀を開

催した。 

 都道府県・市町村等へ

の講師派遣も計画的に

進め、目標を達成した。 

 日本人学校、日本人学

校校長会及び日本人学

校等在外教育施設に赴

任する教員等への特別

支援教育に関する情報

提供、海外へ赴任する保

護者等に対する相談を、

文部科学省や外務省と

連携して行った。 

これらのことから、年

・日本人学校においても、特別支

援教育の必要性は高まっているこ

とから、教育相談や情報提供の機

能を一層充実していく必要があ

る。 
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人） 。 

・毎年度、海外赴任教員（管

理職等） 研修会において、

特別支援教育に関する情

報提供を行うとともに、日

本人学校に対し、特別支援

教育に関する情報提供を

定期的（年３回）に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

② 都道府県等教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する域

内市区町村の特別支援教育担当者

への研修会等への講師の派遣や、

大学教育への参画を通して、研究

成果の普及や広報活動を計画的に

進める。都道府県・市町村等への

講師派遣については、前中期目標

期間に比して、25％以上増加させ

る。 

 

③ 日本人学校に対して、特別支

援教育に関する情報提供を定期的

（年３回）に実施し、保護者も含

めた関係者への情報発信を行うと

ともに、日本人学校の教員や保護

者を対象に教育相談を実施し、支

援する。また、文部科学省と連携

し、日本人学校等在外教育施設に

赴任する教員（管理職等）の研修

会において、情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

② 都道府県等教育委員会・特別支援教育

センター等が実施する域内市区町村の特

別支援教育担当者への研修会等への講師

の派遣や、大学教育への参画を通して、研

究成果の普及や広報活動を計画的に進め

る。都道府県・市町村等への講師派遣につ

いては、延べ 430 人以上を目標とする。 

 

 

 

 

③ 日本人学校に対して、特別支援教育に

関する情報提供を定期的（年３回）に実施

し、保護者も含めた関係者への情報発信を

行うとともに、日本人学校の教員や保護者

を対象に教育相談を実施し、支援する。ま

た、文部科学省と連携し、日本人学校等在

外教育施設に赴任する教員（管理職等）の

研修会において、情報提供を行う。 

に、平成 29 年度新規に開催した特別支援学校「体

育・スポーツ」実践指導者協議会を全特長と連携を

図りながら企画・運営し、「有意義であった」「ど

ちらかといえば有意義であった」の合計が、99.9

％と高評価を得た。 

 

② 独立行政法人、都道府県、指定都市、市町村、大

学、学会・研究会等、293 機関に対し、延べ 431 人

の派遣を行い、研究成果の普及及び収集した情報の

提供を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特別支援教育に関する最新のトピックスや関連

施策、研究所における新規事業等に関する情報を

「特総研だより」として年３回、日本人学校 89 校、

及び補習授業校 217 校へ発信した。リーフレット

「障害のあるお子さんを連れて海外で生活するご

家族へ」の作成、また、日本人学校及び海外へ赴任

する保護者等への相談支援については、海外子女教

育振興財団や海外駐在員を派遣している企業の教

育相談担当者との連携を図りながら効率よく実施

した（総件数 65 件、延べ 141 回、平成 28 年度は、

総件数 59 件、延べ 286 回）。 

文部科学省と連携し、平成 30 年度在外教育施設

派遣教員内定者等研修で「特別支援教育総合研究所

における在外教育施設に向けた支援」、また、文部

科学省、外務省に協力して、南西アジア・中東・ア

フリカ地区日本人学校校長研究協議会（於：南アフ

リカ）で「我が国の特別支援教育の動向」（新学習

指導要領関連を含む）に関する情報提供を行い、日

本人学校における特別支援教育に関する相談にも

応じた。 

度計画を達成した。 

 

＜課題と対応＞ 

 情報普及については、

講師派遣等を通じた情

報普及も有効な手段で

あり、単に派遣するだけ

ではなく、研究所として

提供する情報の精選等

により効果的に進めて

いく必要がある。課題と

して、様々な校長会等の

学校関係者との連携強

化をさらに推進してい

くが、研究所の情報提供

等をさらに拡充する必

要がある。 

 また、日本人学校への

対応については、都道府

県等での対応が困難な

ことから、ナショナルセ

ンターとして、引き続き

教育相談や情報提供の

を行っていく。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ インクルーシブ教育システム推進センター設置によるインクルーシブ教育システム構築への寄与 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所法第 12 条第１項第３号、４号、５

号 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標２ 確かな学力の向上、豊かな

心と健やかな体の育成と信頼される学校

づくり 

施策目標２－１０ 一人一人のニーズに

応じた特別支援教育の推進 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

当該項目の重要度、難易度 

 

 

重要度「高」、難易度「高」：（１）インクルーシブ教育システムの構築に向けて地域が直面する課題の解決に資する研究の推進 

 障害者差別解消法の施行を踏まえ、各地域におけるインクルーシブ教育システムの構築へ向けた取組を強力に推進するものであり、重要度は高い。また、地域と協働する新た

な取組で、地域の実情に応じた様々な課題が想定され、難易度は高い。 

優先度「高」：（３）インクルーシブ教育システムの構築に向けて、都道府県・市町村・学校が直面する課題の解決に資する情報発信・相談支援の充実 

 インクルーシブ教育システムの構築に向けて、各都道府県・市町村・学校が直面する課題の解決に資する情報提供を充実していくもので、優先度は高い。 

 
２．主要な経年データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

 

達成目標 

 

前中期目標期

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

 

 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

地域実践研究の実施

件数 

計画値 
中期目標期間修

了までに 50 件 
－ ４件 13 件 

   
予算額（千円） 216,427 111,413    

実績値 － － ４件 13 件    
決算額（千円） 136,348 118,948    

達成度 － － 100％ 100％    
従事人員数（人） 11 9    

地域におけるインク

ルーシブ教育システ

ム構築への貢献度 

計画値 90％以上 － 90％ 90％     

 

 

 

 

 

 

 

 

実績値 － － 100％ 100％ 
 

 

 

 

 

 

達成度 － － 111.1％ 111.1％    

インクルーシブ教育

システム構築支援デ

ータベースの登録件

数 

計画値 
中期目標期間修

了までに 500 件 
－ 300 件 360 件 

   

実績値 － － 302 件 362 件    

達成度 － － 100.7％ 100.6％    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 

 

中期計画 

 

年度計画 

 

主な評価指標 

 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 

（１）インクルーシブ教育

システムの構築に向けて

地域が直面する課題の解

決に資する研究の推進 

 

権利条約の批准を踏ま

え、我が国においてインク

ルーシブ教育システムの

構築が急務となっている

ことから、各都道府県・市

町村がインクルーシブ教

育システムを構築してい

く上で直面する課題につ

いて、その解決を図るため

の実践的な研究（以下「地

域実践研究」という。）を、

地域の参画を得て推進す

ること。また、研究の成果

を国及び各都道府県・市町

村に提供すること。 

 

 

【指標】 

・地域実践研究の実施件数

を中期目標期間終了まで

に、50 件以上とする。 

・地域実践研究において、

地域におけるインクルー

シブ教育システム構築へ

の貢献度 90％以上を達成

する。 

【重要度：高】【難易度：

高】 

権利条約の批准や「障害を

理由とする差別の解消の

推進に関する法律」（平成

25年法律第65号。以下「障

害者差別解消法」という。）

（１）インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けて地域が直面する

課題の解決に資する研究の推進 

 

 

① 各都道府県・市町村がインク

ルーシブ教育システムを構築して

いく上で直面する課題について、

その解決を図るための実践的な研

究（以下「地域実践研究」という。）

を、都道府県等教育委員会から派

遣される地域実践研究員の参画を

得て、地域と協力して推進する。 

地域実践研究は、中期目標期間

終了までに、50 件以上実施し、地

域におけるインクルーシブ教育シ

ステム構築への貢献度（研究計画

で示された地域の課題の改善実

績）90％以上を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）インクルーシブ教育システムの構築

に向けて地域が直面する課題の解決に資

する研究の推進 

 

 

① 各都道府県・市町村がインクルーシブ

教育システムを構築していく上で直面す

る課題について、その解決を図るための実

践的な研究（以下「地域実践研究」という。）

を、各研究に参画した都道府県等教育委員

会から派遣される地域実践研究員と共に、

地域と協力して推進する。 

地域実践研究は、平成 29 年度より、長

期派遣型（1 年間）に加え、派遣の形態を

柔軟にした短期派遣型（研究所への派遣は

年６日間）を導入し、併せて 13 件実施す

る。地域におけるインクルーシブ教育シス

テム構築への貢献度（研究計画で示された

地域の課題の改善実績）90％以上を目標と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・地域におけるインク

ルーシブ教育システム

構築への貢献度90％以

上 

 

 

＜その他の指標＞ 

・地域実践研究の研究

成果について広く普及

を図ったか 

・インクルーシブ教育

システム推進センター

のホームページの開設

やパンフレットの作成

・配布等行ったか 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ90～98 

評定：Ｂ 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認め

られるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

地域実践研究の実施件数（計画値

１３件に対して実績値１３件）、地

域におけるインクルーシブ教育シ

ステム構築への貢献度（計画値９０

％以上に対して実績値１００％）、

インクルーシブ教育システム構築

支援データベースの登録件数（計画

値３６０件に対して実績値３６２

件）で目標を達成した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・地域実践研究に関して、地域事例

を積み上げて行く事も今後に貢献

すると考える。 

・学校で提供されている合理的配慮

は、このデータベースを参考として

いると思われるものが多く、モデル

を示していると言える。しかし、全

ての学校に周知されているとは言

い難い状況があり、幼稚園・小学校

・中学校・高等学校に対する情報発

信の仕方をさらに検討することが

必要である。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・国立の特別支援教育を推進する機

関として、地域との連携は、重要で

ある。特に、インクルーシブ教育に

ついては、これからの日本の学校教

育における重要な課題であり、地域

との連携を図りつつ、どの地域にお

＜主要な業務実績＞ 

  

 

① 地域が直面する課題の解決に資する地域実践

研究の推進 

平成 29 年度より、地域実践研究員を１年間派

遣する長期派遣型に加えて、短期派遣型を導入

した。平成 29 年度は、長期派遣型に７県、短期

派遣型に２県３市計 12 県市からの参画を得て、

インクルーシブ教育システムの構築に向けた体

制整備に関する研究２課題（地域におけるイン

クルーシブ教育システム構築に関する研究、イ

ンクルーシブ教育システム構築に向けた研究に

関する研究）、インクルーシブ教育システムの

構築に向けた特別支援教育に関する実際的研究

２課題（交流及び共同学習の推進に関する研究、

教材教具の活用と評価に関する研究）に取り組

んだ。 

 

研究の推進に当たっては、所内研究職員と各

県市教育委員会から派遣された地域実践研究員

が研究チームをつくり、外部有識者による地域

実践研究アドバイザーから、適宜、指導・助言

を受けた。 

上記４課題の取組によって、㋐地域において

インクルーシブ教育システム構築を進めていく

上での課題解決の視点・方策の整理、㋑目指す

学校の姿から作成した研修プログラム、㋒交流

及び共同学習Ｑ＆Ａ21（試案）、㋓タブレット

端末の活用ガイド等の具体的な成果が得られ

た。 

 

平成 29 年度の地域実践研究員の派遣元教育

委員会を対象として、地域におけるインクルー

シブ教育システム構築への貢献度に関わる質問

紙調査を実施し、全ての教育委員会（12 県市中

＜根拠＞ 

 

 

平成 29 年度は 12 県市の

参画を得て、13 件の課題を

計画どおり実施し、成果を

あげた。 

地域実践研究に参画した

12 県市教育委員会を対象と

した、地域におけるインク

ルーシブ教育システム構築

への貢献度にかかる質問紙

調査では、全ての教育委員

会より、高い評価を得、目

標値を達成した。 

 

地域実践研究で得られた

成果については、参画した

地域における地域実践研究

フォーラムや研修会の開

催、研究所セミナーにおけ

る報告等を通し、広く普及

を図ったことによって目標

を達成した。 

 

 ホームページへの掲載、

インクルーシブ教育システ

ム普及セミナーの開催、年

報やパンフレットの配布、

各教育委員会訪問等を通し

て、インクルーシブ教育シ

ステムの構築に関する情報

提供、理解啓発を図った。

併せて、インクルーシブ教

育システム推進センターの

活動の広報に努めた。 
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の施行を踏まえ、各地域に

おけるインクルーシブ教

育システムの構築へ向け

た取組を強力に推進する

ものであり、重要度は高

い。また、地域と協働する

新たな取組で、地域の実情

に応じた様々な課題が想

定され、難易度は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域実践研究の研究成果につ

いては、国や各都道府県、市町村、

学校等に提供するとともに、地域

における報告会や協議会の開催、

講師派遣等を通じて、広く一般に

も普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ インクルーシブ教育システム

の構築に関する理解啓発や研究所

のインクルーシブ教育システム推

進センターの活動等を広報するた

め、センターのホームページの開

設やパンフレットの作成・配布等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域実践研究の研究成果については、

国や各都道府県、市町村、学校等に、提供

するとともに、地域における報告会や協議

会の開催、講師派遣等を通じて、広く一般

にも普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ インクルーシブ教育システムの構築

に関する理解啓発や研究所のインクルー

シブ教育システム推進センターの活動等

を広報するため、センターのホームページ

の充実やパンフレットの作成・配布等行

う。 
 

12 県市）より「地域実践研究に参画して、期待

通り計画通りの成果が得られた」及び「地域実

践研究への参画は、県・市のインクルーシブ教

育システムの構築に役立った」との回答を得た。

（地域におけるインクルーシブ教育システム構

築への貢献度 100％、達成度 111.1％）。  

 

② 地域実践研究の成果の普及 

地域実践研究に参画した８県市において、地

域実践研究フォーラム及び研修会等を実施し、

得られた成果を提供した。各フォーラム及び研

修の参加者は、60～300 名であり、計 1,200 名

程の参加があった。 

これらの各地における地域実践研究フォーラ

ムにおいては、幼稚園、保育所、認定こども園、

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教

職員など、さまざまな校種の教職員、県市町村

教育委員会の職員、関係機関からの参加が多く

あった。 

また、研究所セミナーにおいて、平成 29 年度

終了の４課題の地域実践研究の中から、インク

ルーシブ教育システム構築に向けた研修に関す

る研究と交流及び共同学習の推進に関する研究

の２テーマを取りあげ、取組と成果、今後の展

望について報告した。 

 

③ インクルーシブ教育システムの構築に関する

理解啓発 

インクルーシブ教育システムの構築に関する

情報やインクルーシブ教育システム推進センタ

ーの取組について、ホームページにて周知を図

った。また、都道府県・指定都市・市区町村教

育委員会や教育センター等へ年報やパンフレッ

ト（4,000 部）を配布した。このほか、研究所

メールマガジンでの活動紹介、都道府県・市町

村教育委員会を訪問（25 県市）して取組の説明

を行う等、インクルーシブ教育システム推進セ

ンターの活動等の広報を行った。 

また、インクルーシブ教育システム普及セミ

ナーを九州・沖縄地区及び中国・四国地区を対

象に実施した。各地区のセミナーでは、第１部

 

＜課題と対応＞ 

平成 29 年度の終了課題

である４つの地域実践研究

の成果普及については、参

画した自治体を中心とした

地域にとどまっているた

め、同様の課題を有する全

国の自治体での活用を図る

ことが課題である。 

そのため、２年間の研究

成果をまとめた「地域実践

研究事業報告書」を国や各

都道府県・市町村教育委員

会、学校等に広く提供する

予定である。 

また、平成 29 年度から導

入した短期派遣型により参

画する自治体が増加した

が、都道府県及び指定都市

教育委員会に限られてい

る。各市町村教育委員会に

おける課題解決に直結でき

るよう、短期派遣型につい

ては、派遣対象地域を市町

村教育委員会まで拡げ、よ

り多くの自治体からの参画

を得、インクルーシブ教育

システムの地域への定着を

図っていく。 

いても充実したインクルーシブ教

育が行われるよう、その推進に向け

ての活動は、今後一層、研究所とし

て求められる。 

 

・海外の障害者教育に関する情報

や、国際的動向などを注視していく

ことも、日本の発展のためには重要

であり、その研究や情報発信は特総

研の役割として必要である。 

 

 

 

・地域実践研究が地域のインクルー

シブ教育システム構築に具体的に

貢献している事が良くわかる。 

地域事例を積み上げて行く事も今

後に貢献すると考える。 

 

・地域の特性に応じた課題に対する

共同研究は、地域のニーズに応じて

おり成果をあげていることがわか

る。 

 

・県教育委員会が主催する県の研究

指定校の実践報告会において、法人

の地域実践研究の研究成果を報告

した実例があり、報告会に参加した

市町村教育委員会や小中高等学校

の教員等に法人の取組を周知し県

内に広げる点で効果的であった。 

 

・インクルーシブ教育システムの構

築については、それぞれの地域の課

題に即した研究を進め、確実に地域

に定着するよう、今後もさらなる注

力が必要と考える。 

 

・「② 地域実践研究の成果の普及」

では、昨年度は８県市で行われた

が、今後、その地域が増えることを
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はインクルーシブ教育システム推進センターの

活動報告、第２部は各地区におけるインクルー

シブ教育システム構築の取組等について、小学

校、大学、教育委員会等から報告を行い、イン

クルーシブ教育システムの普及を図った。 

期待する。そこにおけるフォーラム

に多数参加しており、その一つから

しても、地域実践研究に対する期待

は大きいものと判断できる。この事

業のより一層の充実と発展が期待

される。 

 

・インクルーシブ教育については、

今後より一層の発展と充実が求め

られる。各自治体においてもその充

実を図らなくてはならないが、研究

所は、その中核として、インクルー

シブ教育についての内容の充実を

より行うための発信を、これまで以

上に行うことを期待する。 

 

・学校で提供されている合理的配慮

は、このデータベースを参考として

いると思われるものが多く、モデル

を示していると言える。しかし、全

ての学校に周知されているとは言

い難い状況があり、幼稚園・小学校

・中学校・高等学校に対する情報発

信の仕方をさらに検討することが

必要である。 

 （２）権利条約の批准を踏

まえた国際的動向の把握

と海外の研究機関との研

究交流の推進 

 

我が国におけるインク

ルーシブ教育システムの

構築に資するため、諸外国

のインクルーシブ教育シ

ステム構築の動向を把握

し、公表すること。 

また、海外の特別支援教

育の研究機関との交流を

図り、研究の充実を図ると

ともに、国際的なシンポジ

ウム等を開催し、広く情報

（２）権利条約の批准を踏まえた

国際的動向の把握と海外の研究機

関との研究交流の推進 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教育

システムの構築に係る最新動向を

計画的に把握し、公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）権利条約の批准を踏まえた国際的動

向の把握と海外の研究機関との研究交流

の推進 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教育システ

ムの構築に係る最新動向を計画的に把握

し、公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・諸外国のインクルー

シブ教育システムの構

築に係る最新動向を計

画的に把握し、公表し

たか 

・海外の特別支援教育

の研究機関との研究交

流の促進を行うととも

に、特別支援教育に関

する国際シンポジウム

等を開催し、広く教育

関係者等へ情報の普及

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

① 諸外国のインクルーシブ教育システムの構築

に係る最新動向の把握と公表 

 諸外国のインクルーシブ教育システムの構築

に係る最新動向について、以下のように情報収

集を行った。 

・国別調査班による調査の実施 

  国別調査班７班を編成し、９ヶ国（アメリ

カ、イギリス、イタリア、フランス、韓国、

オーストラリア、ニュージーランド、フィン

ランド、スウェーデン）の国別調査の実施 

・客員研究員の委嘱 

＜根拠＞ 

 

 

 

 

 諸外国のインクルーシブ

教育システムにかかる情報

について、効率的に情報収

集を行った。 

把握した海外情報につい

ては、特総研ジャーナルに

掲載・ホームページでの公

開、各期の特別支援教育専

門研修における講義、イン

クルーシブ教育システム普

及セミナーにおける情報提

・定期的な広い調査、情報把握から

重点を持った調査研究に移行する

事を期待する。 
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の普及を図ること。 

 

【指標】 

・毎年度、諸外国のインク

ルーシブ教育システム構

築の動向を把握し、普及を

図るとともに、海外の研究

機関とのシンポジウム等

を定期的に開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 海外の特別支援教育の研究機

関からの研究員の受入れや研究職

員の派遣等を行い、研究交流の促

進及び研究の充実を図るととも

に、特別支援教育に関する国際シ

ンポジウム等を定期的に開催し、

広く教育関係者や一般国民への情

報の普及を図る。また、海外から

の視察・見学を積極的に受け入れ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 海外の特別支援教育の研究機関から

の研究員の受入れや研究職員の派遣等を

行い、研究交流の促進及び研究の充実を図

るとともに、特別支援教育に関する国際シ

ンポジウム等を開催し、広く教育関係者や

一般国民への情報の普及を図る。また、

JICA 研修プログラム等への協力を含め、

海外からの視察・見学を積極的に受け入れ

る。 

 

を図ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

６名の客員研究員によるアメリカ、イタリ

ア、オーストラリア、韓国、北欧、イギリス

の基礎情報の収集 

・海外調査研究協力員の依頼 

海外調査研究協力員によるイタリア、フィ

ンランドの現地調査 

把握した海外情報については、特総研ジャー

ナルに「諸外国における障害のある子どもの教

育」のタイトルで掲載し、ホームページにて公

開した。平成 29 年度の学習指導要領の改訂を踏

まえて、「通常教育及び障害のある子どもの教

育課程」に焦点を当て、各国の教育課程の基準

について報告した。これらの報告から、諸外国

における個別の教育計画の活用の実際や具体を

調査することにより、障害のある子どもへの個

に応じた指導を充実していく上での示唆を得る

ことができると考えられ、今後の調査内容の焦

点とした。 

また、各期の特別支援教育専門研修において、

「諸外国における障害のある子供の教育」とし

て、最新の調査を踏まえた講義を行った。この

ほか、インクルーシブ教育システム普及セミナ

ーにおいて、各国の障害者の権利に関する条約

の署名･批准の状況、インクルーシブ教育システ

ム構築のアプローチの分類、障害のある子ども

の教育の場などについて紹介した。 

 

② 海外の研究機関との研究交流の促進、国際シ

ンポジウムの開催、海外からの視察・見学の受

入 

 

・ 海外派遣研究員制度によりイギリスのリーズ

大学教育学部に２ヶ月間、研究職員１名を派遣

した。また、韓国特殊教育院（KNISE）との研究

交流の促進と情報交換を行うことを目的に、研

究職員１名を派遣した。また、韓国国立特殊教

育院から研究士２名が来所、韓国国立特殊教育

院が刊行する季刊誌への投稿等の交流を進め

た。 

・ 「インクルーシブ教育システムの推進：日英

の取組の現状から今後を展望する」をテーマと

供等により、受講者や参加

者に、学びの機会を提供し

た。 

 

韓国国立特殊教育院との

交流やイギリス・リーズ大

学への研究職員の派遣を行

い、研究交流の促進、海外

情報の積極的な収集と発信

に努めた。 

また、NISE 特別支援教育

国際シンポジウム等を通し

て、海外の特別支援教育に

関する情報を参加者に広く

提供した。 

 

＜課題と対応＞ 

 諸外国のインクルーシブ

教育システム構築に関する

動向について、より広く普

及することが課題である。

そのために、日本において

参考となり、活用が検討で

きるような情報提供をホー

ムページ、特総研ジャーナ

ル、国際シンポジウムなど

の従来の発信方法に加え、

小冊子等を作成し、広く情

報の発信に努める。 

国際シンポジウムについて

は、海外調査及び研究機関

との交流の推進を踏まえ、

参加者のニーズに応えるテ

ーマ・内容を検討する。 
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し、第３回 NISE 特別支援教育国際シンポジウム

を開催（平成 30 年１月）し、小・中・高等学校、

特別支援学校の教職員、教育委員会、大学教職

員、学生、保護者等、227 名の参加者があった。

参加者のアンケートでは、シンポジウムの内容

について、満足が 42.4％、おおむね満足が 50.8

％であり、参加者の 93.2％が満足及びおおむね

満足との回答であった。 

・ JICA 研修プログラムによる視察を始めとして

29 カ国 164 名の視察・見学者を受け入れ、教育

行政のシステム、学校教育システム、障害のあ

る子どもの教育の場などについて、情報を交換

するとともに、研究交流の具体（研究紀要への

投稿、研究員の交流）について検討した。 

 （３）インクルーシブ教育

システムの構築に向けて、

都道府県・市町村・学校が

直面する課題の解決に資

する情報発信・相談支援の

充実 

 

インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて、各都

道府県・市町村・学校が直

面する課題の解決に資す

るため、インクルーシブ教

育システム構築支援デー

タベースの充実を図ると

ともに、教育相談情報提供

システムと一体的に運用

し利便性の向上に努める

こと。その際、障害者差別

解消法の趣旨を踏まえ、

「『合理的配慮』実践事例

データベース」については

合意形成のプロセスを含

む事例とするほか、一見し

て取組内容が分かる概要

を作成するなど、閲覧者の

利便性向上のため一層の

工夫を行うこと。 

（３）インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けて、都道府県・市

町村・学校が直面する課題の解決

に資する情報発信・相談支援の充

実 

 

 

① インクルーシブ教育システム

構築支援データベースについて、

計画的に実践事例の充実を図ると

ともに、障害者差別解消法の趣旨

を踏まえ、合意形成のプロセスを

含む事例とする。実践事例の登録

件数については、中期目標期間終

了までに 500 件以上とする。 

また、閲覧者の利便性向上のた

め、教育相談情報提供システムと

一体的に運用するとともに、取組

内容や活用方法が分かる概要を作

成するなど、分かりやすさや見や

すさを考慮した工夫を行う。 

 

② 各都道府県・市町村・学校か

らのインクルーシブ教育システム

の構築に係る相談に対応するとと

もに、必要に応じて、研修会等へ

の講師派遣を行う。また、相談内

（３）インクルーシブ教育システムの構築

に向けて、都道府県・市町村・学校が直面

する課題の解決に資する情報発信・相談支

援の充実 

 

 

 

① インクルーシブ教育システム構築支

援データベースについて、計画的に実践事

例の充実を図るとともに、障害者差別解消

法の趣旨を踏まえ、合意形成のプロセスを

含む事例とする。実践事例の登録件数につ

いては、平成 29 年度末までに 360 件以上

とする。 

 また、閲覧者の利便性向上のため、取組

内容や活用方法が分かる概要を作成する

など、分かりやすさや見やすさを考慮した

工夫を行う。 

 

 

 

 

 

② 各都道府県・市町村・学校からのイン

クルーシブ教育システムの構築に係る相

談について、平成 29 年２月に設置した「相

談コーナー」において相談を受け付けると

＜主な定量的指標＞ 

・インクルーシブ教育

システム構築支援デー

タベースの実践事例登

録件数 360 件以上 

 

＜その他の指標＞ 

・インクルーシブ教育

システム構築支援デー

タベースについて、閲

覧者の利便性向上のた

め、教育相談情報提供

システムと一体的に運

用するとともに分かり

やすさや見やすさを考

慮した工夫を行った

か。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

① インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベースの充実 

インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベース（インクルＤＢ）について、平成 29 年度

は新たに 60 件の事例を掲載し、合計 362 件とな

った（達成度 100.6%）。合理的配慮の提供に至

る合意形成のプロセスを含む事例の掲載は平成

29 年度末現在で 158 件である。 

 また、閲覧者の利便性向上を図るための検討

を進め、平成 30 年９月から概要版を掲載する予

定である。 

これらインクルーシブ教育システム構築支援

データベースの活用に関するチラシを作成し、

各校長会の大会や研究所公開、研究所セミナー、

都道府県教育委員会主催の行事等で配布した。 

  

② インクルーシブ教育システムの構築に係る相

談対応 

平成 29 年２月に、インクルＤＢの中に「相談

コーナー」を設け、都道府県・市区町村又は学

＜根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベース

について計 362 件の事例を

掲載し、所期の目標を達成

した。 

 

相談コーナーにおいて、

都道府県・市区町村・学校

等からの相談に対応すると

ともに、チラシやホームペ

ージ等で相談コーナーの周

知を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

 インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベース

の閲覧者の利便性向上を図

ること、幼稚園、保育所、

認定こども園、小学校、中

学校、高等学校の教職員に

・インクルＤＢの項目は目標を達成

しているが、アクセス数（利用度）

はどのようになっているか。 

 

・「① インクルーシブ教育システ 

ム構築支援データベースの充実」に 

ついては、今後その需要が大きくな 

ると予想される。より一層の充実が 

期待される。 

 

・全国でインクルーシブ教育シス 

テム構築に向けての取組が始まっ 

ているが、地域によってその進捗 

状況は異なり、苦労している状況 

がある。直接、相談できる機関が 

どこなのか、周知があるとよい。 
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また、インクルーシブ教

育システムの構築（障害者

差別解消法への対応を含

む。） に係る各都道府県

・市町村・学校からの相談

に対する支援の充実を図

ること。相談内容について

は、国における政策立案に

も資するよう、関係者のプ

ライバシーに配慮しつつ、

国にも提供すること。 

 

【指標】 

・インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベー

スの活用について、登録件

数を中期目標期間終了ま

でに 500 件以上とする（平

成 26 年４月～ 平成 28 年

１月末現在事例登録件数

：133 件） 。 

【優先度：高】 

インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて、各都

道府県・市町村・学校が直

面する課題の解決に資す

る情報提供を充実してい

くもので、優先度は高い。 

容については、国における政策立

案にも資するよう、関係者のプラ

イバシーに配慮しつつ、国に提供

する。 

ともに、相談コーナーの効果的活用につい

て周知を図る。また、相談内容については、

国における政策立案にも資するよう、関係

者のプライバシーに配慮しつつ、国に提供

する。 

 

校からの「インクルーシブ教育システム構築」

に関する相談の受付を開始した。平成 29 年度に

おいても、継続して相談対応を行った。相談コ

ーナーについては、チラシや普及セミナー等に

おいて周知した。また、相談内容と回答の概略

は国に提供した。 

 

周知することが課題であ

る。 

そのため、合意形成のプ

ロセスを含む取組内容が一

見して分かる概要版の運用

を進めるとともに、検索方

法について工夫を行う。 

また、インクルーシブ教育

システム構築支援データベ

ース活用についてのチラシ

を作成・配布し、普及を図

る。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

 

 
２．主要な経年データ  （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象となる指標 

 

達成目標 

 

前中期目標期 

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

（参考情報） 

 

退職手当及び特殊要因経費

を除いた、対前年度比一般

管理費３％以上の業務の効

率化 

決算額 － 220 217 189     

削減率 対前年度比△３％ － △1.4% △13.1％     

達成度 － － 46.7% 436.7％     

退職手当及び特殊要因経費

を除いた、対前年度比業務

経費１％以上の業務の効率

化 

決算額 － 802 807 743     

削減率 対前年度比△１％ － 0.5% △8.0％     

達成度 － － △50% 800.0％     

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標 
 

中期計画 
 

年度計画 
 

主な評価指標 
 

法人の業務実績・自己評価  主務大臣による評価 
 業務実績 自己評価 

１．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充当

して行う業務について

は、事業の重点化、管理

部門の簡素化、効率的な

運営体制の確保、個々の

業務の予算管理の徹底、

調達等合理化の取組等

により業務運営コスト

の縮減を図ること。 

中期目標期間中、退職

手当、特殊要因経費を除

き、毎事業年度につき、

対前年度比一般管理費

３％以上、業務経費１％

１．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充当して行う

業務については、事業の重点化、

管理部門の簡素化、効率的な運

営体制の確保、個々の業務の予

算管理の徹底、調達等合理化の

取組等により業務運営コストの

縮減を図ることとし、経費縮減

の余地がないか自己評価を厳格

に行ったうえで、適切に見直し

を行う。 

 

退職手当、特殊要因経費を除

き、毎事業年度において、対前

年度比で管理経費（人件費含）

１．業務改善の取組 

 

運営費交付金を充当して行う業務に

ついては、事業の重点化、管理部門の簡

素化、効率的な運営体制の確保、個々の

業務の予算管理の徹底、調達等合理化の

取組等により業務運営コストの縮減を

図ることとし、経費縮減の余地がないか

自己評価を厳格に行ったうえで、適切に

見直しを行う。 

 

 退職手当、特殊要因経費を除き、対前

年度比で管理経費３％以上、業務経費１

％以上の業務の効率化を図る。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・退職手当、特殊要因

経費を除き、対前年度

比で管理経費３％以

上、業務経費１％以上

の業務の効率化 

 

＜その他の指標＞ 

・調達等合理化計画の

推進による業務運営の

効率化 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ99～102 

評定：Ｂ 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、

概ね着実に業務が実施されたと認

められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

退職手当及び特殊要因経費を除

いた、対前年度比一般管理費１３．

１％削減となる業務の効率化、退

職手当及び特殊要因経費を除い

た、対前年度比業務経費８％削減

となる業務の効率化を達成した。 

  

＜今後の課題・指摘事項＞ 

中期計画・年度計画に即した適切

＜主要な業務実績＞ 

 

○事業の重点化 

 ・発達障害者支援法の改正等、発達障害に関する理解啓

発や支援の充実等の必要性を踏まえ、平成 29 年４月よ

り発達障害教育推進センターを設置（再掲）し、予算

の重点配分を行った。 

・総予算額の２％程度の理事長裁量経費を設け、重点的

に取り組むべき事項に関係する事業について、職員か

らの提案を募集して実施する事業を決定し、予算措置

を行った（例：地域実践研究フォーラムの開催）。 

○管理部門の簡素化 

 ・平成 29 年４月より、管理部門である総務部について、

３課２室 12 係から３課１室８係体制として簡素化する

＜根拠＞ 

 

平成 29 年度は新規事

業への予算の重点配分

や補正予算の編成等を

行うとともに、契約の見

直しによる固定的経費

の削減を行った。また、

職員に対する予算状況

の説明等の取組により、

業務運営コストの縮減

を図ることができた。 

調達等合理化の取組

により、競争性のある契
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以上の業務の効率化を

図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３％以上、業務経費（人件費含）

１％以上の業務の効率化を図

る。 

また、契約については、「独

立行政法人における調達等合理

化の取組の推進について」（平

成 27年 5月 25日総務大臣決定）

に基づき、毎年度研究所の調達

等合理化計画を策定・公表し自

己評価する取組を着実に実施す

ることにより、調達等の合理化

を推進し、業務運営の効率化を

図る。 

 

また、契約については、「独立行政法

人における調達等合理化の取組の推進

について」（平成 27 年 5月 25 日総務大

臣決定）に基づき、研究所の調達等合理

化計画を策定・公表し自己評価する取組

を着実に実施することにより、調達等の

合理化を推進し、業務運営の効率化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、係間の業務分担を見直し、効率化を図った。 

○予算管理 

・予算管理の徹底を図るため、四半期毎に予算執行状況

を把握するとともに、第３四半期までの予算執行状況

を踏まえ、予算の有効活用を図るため補正予算の編成

を行った。また、職員に対して、29 年度は３回（9月、

12 月、1 月）の説明会を開催し、予算管理や経費削減

等についての説明を行った。 

○業務運営コストの縮減 

・複合機の契約について、賃貸借、メンテナンス、トナ

ー等を別々に契約していたものを一体として調達する

ことにより、これらに要する費用を前年に比べて 4,093

千円削減した。このほか、会計システムによる個々の

予算管理の実施、旅費等の支払通知の電子メール化、

所内会議におけるタブレット端末の活用等により、ペ

ーパーレス化を推進し、コピー用紙及び印刷代の削減

に努め、業務運営コストの縮減に努めた。 

○管理経費３％以上、業務経費１％以上の業務の効率化 

・平成 28 年度の業務の実績に関する評価において「一般

管理費及び業務経費ともに削減率を達成できなかった

ことから予算管理体制をより一層整備し、目標達成に

資する。」との指摘を受けた。そのため、上記の事業の

重点化、予算管理体制の整備や業務運営コストの削減

などに取り組んだ。その結果、平成 29 年度は、退職手

当及び特殊要因経費を除き、管理経費は対前年度比

13.1％の減、業務経費は対前年度比 8.0％の減となっ

た。主な要因は、業務改善の取組によるもののほか、

講義配信システムの改修について必要な機能を検討す

るため平成 30 年度に繰り越したこと、他法人と同様に

決算報告書を基に算出したことによる。 

 

○調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に基づき、

本研究所の事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイク

ルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継

続的に調達等の合理化に取り組むため、平成 27 年度に調

達等合理化計画を策定し、改訂に当たっては、毎年、監

事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会によ

る点検を行い公表している。 

 

約が平成 28 年度比で 7

件(41.2%)増、金額で 110

百万円(46.8%)減となっ

た。 

 

退職手当、特殊要因等

控除後の管理経費は 189

万円となり前年度に比

べ 13.1％減となった。同

じく業務経費は平成 29

年度743万円となり前年

度に比べ 8.0％の減とな

り、効率化を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

 平成 29 年度は、重点

的な予算配分や予算管

理の徹底、契約の見直し

等により業務運営コス

トの縮減を図ることが

できた。引き続きこれら

の取組を継続し、業務運

営コストの削減に努め

ていく。 

 

な執行が求められる。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・業務運営の効率化については工

夫と努力がなされ，目標を大幅に

超過達成している。 

 

 

・改善への取り組みが、大きな成

果となっている。 

 

・予算配分の適正化は必要である

が、先に削減ありきで行われると、

本当に必要な予算が付かなくなる

ことが心配される。教育予算は、

利潤を上げるために行われるもの

ではないので、本来的には、何が

無駄で何が必要かの線引きが難し

い。その時点では、無駄と思われ

ることも、長期的な中で有用にな

る場合も多くある。財源が限りな

くある中ではないが、教育に関し

ては、目先の内容にこだわるので

はなく、長期的な視点が財政的に

も必要である。 

研究所のみで予算の策定をするこ

とは難しいが、このような研究所

こそ、予算的な配慮が必要であり、

その充実が求められる。 

 

・評価指標が大幅に目標を達成し

ている。人件費の大幅減で、間接

部門の削減もあったと思われる

が、人員数等、単価等も不明のた

め良く解らない。 

新規採用もあった様なので、今後

の改善目標の達成が気になる。 
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【契約の現状と要因の分析】 

（H29 調達等合理化計画の表１）（単位：百万円） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争 

入札等 

(76.1

％) 

16 

(93.7

％) 

233 

(75.0

％) 

24 

(73.7

％) 

125 

(50.0

％) 

8 

(△46.3

％) 

△108 

企画競

争・公募 

(4.8

％) 

1 

(1.0

％) 

2 

(0.0

％) 

0 

(0.0

％） 

0 

(△100

％) 

△1 

(△100

％) 

2 

競争性

のある

契約 

（小計） 

(81.0

％) 

17 

(94.7

％） 

235 

(75.0

％) 

24 

(73.7

％) 

125 

(41.2

％) 

7 

(△46.8

％) 

△110 

競争性

のない

随意契

約 

(19.0

％) 

4 

(5.3

％) 

13 

(25.0

％) 

8 

(26.3

％) 

45 

(100.0

％) 

4 

(246.2

％) 

32 

合 計 

(100

％) 

21 

(100

％) 

248 

(100

％） 

32 

(100

％） 

170 

(52.3

％) 

11 

(△31.4

％) 

△78 

 

平成 29 年度の契約状況は、表１のとおりであり、契約

件数は 32 件、契約金額は約 170 百万円である。うち、競

争性のある契約は 24 件（75.0％）、約 125 百万円（73.7

％）、競争性のない契約は８件（19.0％）、約45百万円（26.3

％）となっている。 

平成 28 年度と比較して、競争入札等競争性のある件数

は７件の増（41.2%の増）、金額は 110 百万円の減である

（46.8％の減）。 

競争性のない契約は、ガス料・水道料・手話通訳業務

各 1 件、システム保守３件および追加工事２件、の計８

件であり、これらについては他に供給することができる

業者が存在しないためである。 

また、競争性のない随意契約については、内部統制推

進室での点検及び契約監視委員会の審査を受けている。 

 

（H29 調達等合理化計画の表 2）（単位：百万円） 

平成 28年度 平成 29年度 比較増△減 

２

者

以

上 

件

数 

7 

(41.2％) 

13 

(54.2％) 

6 

(85.7％) 

金

額 

95 

(40.3％) 

84 

(67.2％) 

△11 

(△11.6％) 

１

者

以

下 

件

数 

10 

(58.8％) 

11 

(45.8％) 

1 

(10.0％) 

金

額 

149 

(59.7％) 

41 

(32.8％) 

△99 

(△70.7％) 

合

 

計 

件

数 

17 

(100％) 

24 

(100％) 

7 

(41.2％) 

金

額 

235 

(100％) 

125 

(100％) 

△110 

(△46.8％) 

 

平成 29 年度の一者応札・応募の状況は、表 2 のとおり



41 
 

であり、契約件数は 11 件（45.8％）、契約金額は約 41

百万円（32.8％）である。 

 ２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計基

準の改訂等により、運営

費交付金の会計処理と

して、業務達成基準によ

る収益化が原則とされ

たことを踏まえ、収益化

単位の業務ごとに予算

と実績を管理する体制

を構築すること。 

 

 

２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計基準の改訂

等により、運営費交付金の会計

処理として、業務達成基準によ

る収益化が原則とされたことを

踏まえ、中期目標の業務に応じ

て「研究活動」、「研修事業」、

「情報普及活動」、「インクル

ーシブ教育システム構築推進事

業」の業務ごとに予算と支出実

績を管理する体制を構築・運用

する。 

 

２．予算執行の効率化 

 

独立行政法人会計基準の改訂等によ

り、運営費交付金の会計処理として、業

務達成基準による収益化が原則とされ

たことを踏まえ、中期目標の業務に応じ

て「研究活動」、「研修事業」、「情報

普及活動」、「インクルーシブ教育シス

テム構築推進事業」の各業務ごとに予算

と支出実績を管理する体制を構築・運用

する。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・中期目標の各業務ご

とに応じた、予算と支

出実績の管理体制の構

築及び運用状況 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 中期目標の業務に応じた「研究活動」、「研修事業」、

「情報普及活動」、「インクルーシブ教育システム構築

推進事業」の業務ごとに予算及び支出実績を管理し、四

半期ごとに予算執行状況を把握した。 

 また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所予算

規程を定め、予算責任者を指名して予算と支出実績を管

理する体制の強化を図った。 

 

＜根拠＞ 

 

四半期ごとに予算執

行状況を作成し、役員等

に報告することにより、

予算及び支出実績の管

理の向上を図った。ま

た、新たに予算規定を定

め、予算と支出実績を管

理する体制の強化を図

った。 

 

＜課題と対応＞ 

予算管理体制に基づ

き、予算及び支出実績の

管理を確実に行い適正

な運用に努める。 

 

 ３．間接業務等の共同実

施 

 

「独立行政法人改革

等に関する基本的な方

針」（平成 25 年 12 月

24 日閣議決定。以下「基

本方針」という。）を踏

まえ、研究所、国立女性

教育会館、教職員支援機

構、国立青少年教育振興

機構の４ 法人は、効果

的・効率的な業務運営の

ために間接業務等を共

同で実施し、中期目標期

間中に 15 業務以上の実

施について検討すると

ともに、その取組を一層

推進する。 

 

３．間接業務等の共同実施 

 

「独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針」（平成 25 年 12

月 24 日閣議決定。以下「基本方

針」という。）を踏まえ、研究

所、国立女性教育会館、教職員

支援機構、国立青少年教育振興

機構の４法人で組織した「間接

業務等の共同実施に関する協議

会」の報告（平成 26 年７月）に

基づき、共同実施することとし

た 15 種の業務（「物品」、「間

接事務」及び「職員研修」）を

着実に実施する。さらに、費用

対効果等の検証を行いつつ、こ

れ以上の共同実施の取組を一層

推進するよう検討を進める。 

 

３．間接業務等の共同実施 

 

 共同実施を決定した業務について、順

次実施したうえで費用対効果及び効率

化等の検証を行う。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・共同実施をした業務

の実施状況、費用対効

果及び効率化等の検証

状況 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

当研究所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会

館及び教職員支援機構の４法人で「物品の共同調達」、

「間接事務の共同実施」、「職員研修の共同実施」につ

いて共同で行い、費用対効果及び効率化等の検証を行っ

た。 

 

○物品の共同調達 

平成 29 年度は、新たに以下の品目について共同調達を

実施し、経費の削減に加え、契約担当法人以外の法人で

の契約行為がなくなり、業務の効率化が図られた。 

・電気供給の調達に係る入札手続き 

（平成 28 年度比 約 33 万円削減） 

・電子書籍（各法人年間約１万円削減） 

・古紙溶解（平成 28 年度比 40 万円削減） 

 

○間接事務の共同実施 

平成 29 年度は、以下の業務について共同で実施するこ

とにより、業務の効率化、適正化を図った。 

・予定価格作成に係る積算 

・会計事務等の内部監査  など 

＜根拠＞ 

  

 共同実施を決定した

業務について、順次実施

するとともに、費用対効

果の検証等を行いつつ、

新規業務の検討も行い、

間接業務等の共同実施

を一層推進することが

できた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 今後も４法人の協議

会の場で進捗状況等の

確認を行い、間接業務等

の共同実施をより一層

推進していくことで、業

務の効率化、経費の削減

を図る。 
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○職員研修の共同実施 

平成 29 年度は、以下の研修について共同で実施するこ

とにより、研修機会の増加や、主担当法人以外の法人の

業務の効率化、経費削減が図られた。また、研修を通じ

て４法人間の職員の交流を図ることができた。 

・新人研修（文書作成研修、ビジネスマナー研修） 参

加者 26 名 

・人事制度（労働法、ハラスメント防止、安全衛生管

理）研修 参加者 20 名  など 

 ４．給与水準の適正化 

 

研究所の給与水準に

ついては、基本方針を踏

まえ、国家公務員等の給

与水準を十分に考慮し、

手当を含め役職員給与

の在り方について厳し

く検証した上で、その適

正化を図るとともに、給

与水準及びその合理性

・妥当性を対外的に公表

すること。 

４．給与水準の適正化 

 

給与水準については、「基本

方針」を踏まえ、国家公務員の

給与水準を十分考慮し、手当を

含め役職員給与の在り方につい

て厳しく検証した上で、その適

正化に取り組むとともに、給与

水準及びその合理性・妥当性の

検証結果や取組状況を公表す

る。また、総人件費については、

政府の方針を踏まえ、厳しく見

直す。 

４．給与水準の適正化 

 

 給与水準については、「基本方針」を

踏まえ、国家公務員の給与水準を十分考

慮し、手当を含め役職員給与の在り方に

ついて厳しく検証した上で、その適正化

に取り組むとともに、給与水準及びその

合理性・妥当性の検証結果や取組状況を

公表する。また、総人件費については、

政府の方針を踏まえ、厳しく見直す。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・給与水準の適正化の

取組状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 役職員の給与水準については、主務大臣より、「給与

水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっている

こと等から給与水準は適正であると考える。引き続き適

正な給与水準の維持に努めていただきたい。」との検証

結果を得ており、総務大臣が定める様式により当研究所

ホームページにおいて公表した。また、平成 29 年度の総

人件費（最広義人件費）は 728,804 千円であり、前年度

比 10.2%の減であった。 

＜根拠＞ 

 

 給与水準については、

国家公務員の水準未満

となっていることから、

主務大臣より適正であ

るとの検証結果を得た。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 国家公務員の水準に

準拠し、適正な給与水準

の維持に努めていく。 

 

 
４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 優先度「高」、難易度「高」 

これまでの実績から、利用率向上のための取組を早急に進めていくことが必要であり、優先度は高い。

また、研究所の立地条件から、早急な改善は困難と思われ、難易度は高い。 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

 

 
２．主要な経年データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象となる指標 

 

達成目標 

 

前中期目標期 

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

（参考情報） 

 

体育館の稼働率 

目標値 中期目標期間終了までに 50％以上  30％ 30％     

実績値 － － 22％ 44.1％     

達成度 － － 73.3％ 147％     

グラウンドの稼働率 

目標値 中期目標期間終了までに 50％以上  15％ 15％     

実績値 － － 35％ 36.4％     

達成度 － － 233％ 243％     

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標 
 

中期計画 
 

年度計画 
 

主な評価指標 
 

法人の業務実績・自己評価  主務大臣による評価 
 業務実績 自己評価 

１．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等

の外部資金導入を図ると

ともに、受益者負担の適正

化による自己収入の確保

に努めること。 

宿泊研修施設について

は、更なる利用促進に向け

た取組を行い、稼働率の向

上を図るとともに、定期的

に料金を検証し、自己収入

の拡大を図るために必要

な措置を講じる。 

 

 

 

 

１．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等の外部資

金導入を図り間接経費を確保する

とともに、研修員宿泊棟宿泊料等

の受益者負担の適正化による自己

収入の確保に努める。 

なお、中期目標期間を通じて、

定期的に宿泊料等を検証するな

ど、自己収入の拡大を図るために

必要な措置を講じる。 

 

 

１．自己収入の確保 

 

積極的に競争的資金等の外部資金導入

を図り間接経費を確保するとともに、研修

員宿泊棟宿泊料等の受益者負担の適正化

による自己収入の確保に努める。 

 

なお、必要に応じて宿泊料等を検証する

など、自己収入の拡大を図るために必要な

措置を講じる。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・外部資金の導入状況、

自己収入の確保 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ103～108 

評定：Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認め

られるため。 

 

 

＜評価すべき実績＞ 

体育館の稼働率（計画値３０％に

対して実績値４４％）、グラウンド

の稼働率（計画値１５％に対して３

６％）であり目標を達成した。 

 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・体育館、グラウンド等のスポーツ

施設の活用を図ることは、障害者ス

ポーツの普及の観点からも非常に

＜主要な業務実績＞ 

○外部資金の獲得 

平成 28年度の業務の実績に関する評価におい

て「資金の獲得に向けた組織的な取り組みが必

要。」との指摘を受けたことから、競争的資金

の獲得に向けて、研究職員に対して予算状況の

説明を行ったほか、会議で競争的資金の積極的

な獲得を促す等、外部資金の獲得に向け組織的

に取り組んだ。平成 28 年度比では、新規＋継続

で１件増加し 17 件となり、交付額も 7,540 千円

増の 28,990 千円となった。 

（科研費応募及び採択状況） 

 

 

平成29年度 平成28年度 

申請 採択 採択率 申請 採択 採択率 

新規 16件 5件 31% 27 件 7 件 26% 

新規＋継

続 
－ 17件 － － 16 件 － 

＜根拠＞ 

科学研究費補助金をは

じめとする外部資金の獲

得に向け組織的に取り組

み、前年度を上回る資金を

確保することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 科学研究費補助金だけ

でなく、民間の外部資金の

獲得にも積極的に取り組

み、引き続き競争的資金の

獲得及び自己収入の確保

に努める。 
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交付額 28,990千円 21,450 千円 

うち 

直接経費 
22,300千円 16,500 千円 

うち 

間接経費 
6,690千円 4,950 千円 

 

（科研費以外の外部資金） 

資金名 金額 研究課題名 

柳井正

財団 

2,500 

千円 

盲ろう幼児児童生徒の支援体制

整備に係る開発的研究－盲ろう

担当教員等研修会 

気象文

化大賞 

500 

千円 

気象情報 weathernews のＩＣＴ

による特別支援教育への活用 

笹川科

学研究

助成 

400 

千円 

類似した副詞の手話表現に関す

る研究とタブレット教材の作成

－聴覚特別支援学校における確

かな知識を身につける授業を目

指して－ 

柳井正

財団 

5,000 

千円 

盲ろう幼児児童生徒の支援体制

整備に関わる研究 

大川情

報通信

基金 

1,000 

千円 

点字初学者用の音声読み上げ機

能を備えた触読し易いＵＶ点字

学習教材の開発 

文部科

学省委

託事業 

2,115 

千円 

障害者の生涯学習活動に関する

実態調査 

 

○自己収入の確保 

研修員宿泊棟の宿泊料については、平成 25 年

度から27年度にかけて段階的に増額改定を行っ

てきたところであり、平成 29 年度も引き続き自

己収入の確保に努めた。（平成 29 年度：

30,937,224 円、平成 28 年度 22,474,218 円） 

重要である。 

・グラウンドについては使用がなか

なか難しい現状があるようである

が、体育館同様、外で行われる障害

者スポーツに取り組めるとよいと

思われる。 

 

＜有識者からの意見＞ 

・体育館やグラウンドの活用につい

て周知を図り、稼働率の向上を実現

したことは高く評価できる。２０２

０オリ・パラに加え「障害者の生涯

学習」の方向性も視野に入れ、当事

者団体が利用しやすい施設となる

よう引き続き努めてほしい。 

 

・体育館の稼働率が前年度に比べ

て、大幅に上がっており、取組が評

価できる。2020 オリンピック・パラ

リンピック開催の観点からも、障害

者スポーツでの利用を含め、引き続

き積極的な広報に努めてほしい。 

 

 

・体育館、グラウンド等のスポーツ

施設の活用を図ることは、障害者ス

ポーツの普及の観点からも非常に

重要である。 

 

・成果指標は大きな達成度を上げて

おり、評価としてはより高いものが

有る。 

 

・研修員宿泊費も大幅改善となって

おり、値上げ額、人数の等不明だが 

評判は気になる所です。 

 

・科研費等の外部資金の導入が、国

全体の教育機関で、競争的な資金と

して求められている。しかし、教育

に関しては、常に先端的な研究のみ
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ではなく、日々の教育活動における

経費も多くかかるところであり、あ

る意味、外部資金に頼ることは、恒

常的な資金調達の保証がないこと

等により、教育内容をやせ細らせる

ことにもなりかねない。 

 外部資金の導入に関して、否定す

るものではないが、それに多く頼る

ことは、継続的な研究や日常的な研

究に支障を来す場合があり、外部資

金に頼ることのない向上的な資金

面での充実が強く求められる。 

外部資金の導入に目が向くことに

より、基礎研究がおろそかにされる

傾向がないとは言えない状況もあ

る。 

 

 

 

 ２．体育館及びグラウンド

の外部利用の促進 

 

体育館については、研修

事業での活用を図るとと

もに、障害者スポーツでの

利用を含め広く外部利用

を促進するために、各種団

体などへの積極的な働き

かけなどの具体的な方針

を早急に策定し、取組を推

進すること。 

グラウンドについては、

体育館と同様に、障害者ス

ポーツでの利用を含め広

く外部利用を促進するた

めに、各種団体などへの積

極的な働きかけなどの具

体的な方針を早急に策定

し、取組を推進すること。 

 

【指標】 

２．体育館及びグラウンドの外部

利用の促進 

 

体育館について、研修事業での

活用を図るとともに、体育館及び

グラウンドの障害者スポーツでの

利用を含めた幅広い外部利用を促

進するため、「体育館及びグラウ

ンドの外部利用の促進に向けての

対応方針」を策定し、これに基づ

き、ⅰ）広報活動の充実、ⅱ）利

用可能日の拡充、ⅲ）利用可能時

間の延長と施設使用料設定の見直

し、ⅳ）利用申込方法の改善、ⅴ）

外部利用促進のための事業の実施

等を推進する。これらの取組によ

り、中期目標期間終了までに、50

％以上の稼働率を確保する。 

 

２．体育館及びグラウンドの外部利用の促

進 

 

 「体育館及びグラウンドの外部利用の促

進に向けての対応方針」に基づき、ⅰ）広

報活動の充実、ⅱ）利用可能日の拡充、ⅲ）

利用可能時間の延長と施設使用料設定の

見直し、ⅳ）利用申込方法の改善、ⅴ）外

部利用促進のための事業の実施等を推進

する。これらの取組により平成 29 年度は、

体育館 30％以上、グラウンド 15％以上の

稼働率を確保する。 

＜主な定量的指標＞ 

・体育館 30％以上、グ

ラウンド15％以上の稼

働率確保 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 平成 28年度の業務の実績に関する評価におい

て、「2020 オリンピック・パラリンピックに向

けて、障害者スポーツの普及を含めた施設の活

用を図るため、積極的な広報に努める必要があ

る。」との指摘を受けたことから、障害者スポ

ーツでの利用を含め広く外部利用を促進するた

め、横須賀市・横浜市の学校等や障害者団体等

へパンフレットを配布するとともに、研究所ホ

ームページに利用案内および予約状況等を掲載

し幅広い広報に努めた。 

平成 29 年度の障害者スポーツ団体の利用実

績は、平成 29 年５月に日本デフバレー協会、平

成 30年１月に日本ブラインドテニス連盟が利用

した。 

 平成 29 年度の体育館の稼働率は 44.1％（目標

値 30%）、グラウンドの稼働率は 36.4％（目標

値 15%）であった。 

＜根拠＞ 

 

 

外部利用促進のため、広

報活動や利用方法の周知

を図り、体育館及びグラウ

ンドともに目標を上回る

稼働率を確保することが

できた。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、近隣地域や障

害者スポーツ団体等に対

する広報活動に努めるこ

と、利用方法の改善等の利

便性の向上に努めること

で、更なる稼働率の向上を

図る。 

・7月 6日に HPで予約状況を確認し

た。検索タイトルには 4月 2日現在

だったが、3月 1日現在の状況表が

出てきた。それによると稼働状況は

とても低く、今年度の状況が不安に

なった。最新状況や管理状況の確認

が必要と思われる。 

 

・グラウンドについては使用がなか

なか難しい現状があるようである

が、体育館同様、外で行われる障害

者スポーツに取り組めるとよいと

思われる。 
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・中期目標期間終了まで

に、体育館及びグラウンド

の稼働率を 50％以上とす

る（体育館 平成 23 年度：

32.1％、平成 24 年度：19.0

％ 、平成 25 年度：19.6

％ 、平成 26 年度：13.7

％、グラウンド 平成 23

年度：36.8％、平成 24 年

度：38.6％、平成 25 年度

：9.9％ 、平成 26 年度：

6.7％）。 

【優先度：高】【難易度：

高】 

これまでの実績から、利用

率向上のための取組を早

急に進めていくことが必

要であり、優先度は高い。

また、研究所の立地条件か

ら、早急な改善は困難と思

われ、難易度は高い。 

 ３．保有財産の見直し 

 

保有財産については、そ

の保有の必要性について

不断の見直しを行うこと。

特に、体育館、グラウンド

については、利用実績等を

踏まえ保有の必要性を検

討すること。 

 

 

３．保有財産の見直し 

 

（１）保有財産については、その

保有の必要性について不断の見直

しを行う。 

（２）体育館、グラウンドについ

ては、中期目標期間における利用

実績等を踏まえ、「独立行政法人

の保有資産の不要認定に係る基本

的視点について」（平成 26 年総務

省行政管理局）に基づき、その保

有の必要性を随時検討し、仮に不

要と判断される場合には、用途廃

止を含め、その処分について検討

を進める。 

 

 

３．保有財産の見直し 

 

 保有財産については、その保有の必要性

について不断の見直しを行う。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

 

保有財産については、当研究所の研究・研修

事業等に活用されており、必要なものと判断し

ている。また、施設環境委員会を開催し、保有

財産が必要であることを確認するとともに有効

利用の促進に努めている。 

 

＜根拠＞ 

 

 保有財産については研

究・研修事業等に活用され

ており、必要なものと判断

している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 保有財産の有効活用に

努め、施設環境委員会で必

要性について確認を行う

など、不断の見直しを行

う。 

 

 ４．固定的経費の節減 

 

会議等のペーパーレス

４．固定的経費の節減 

 

 会議等のペーパーレス化等、管

４．固定的経費の節減 

 

 会議等のペーパーレス化等、管理運営コ

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

旅費の支払通知の電子メール化、タブレット

＜根拠＞ 

 

複合機に関する契約を
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化等、管理運営コストの節

減、効率的な業務運営を行

うこと等により、固定的経

費の節減を図ること。 

 

 

理運営コストの節減、効率的な業

務運営を行うこと等により、固定

的経費の節減を図る。 

 

 

 

 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画 

１．中期計画予算 

  別紙１のとおり（※事業等の

まとまりごとに作成予定） 

２．平成 28 年度～32 年度収支計

画 

  別紙２のとおり（※予算の作

成単位に合わせて作成予定） 

３．平成 28 年度～32 年度資金計

画 

  別紙３のとおり（※予算の作

成単位に合わせて作成予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストの節減、効率的な業務運営を行うこと

等により、固定的経費の節減を図る。 

 

 

 

 

 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画 

１．平成 29 年度予算 

収入    1,093,664 千円 

運営費交付金 

1,049,000 千円 

施設整備費補助金 

 39,935 千円 

雑収入        4,729 千円 

 

 

支出    1,093,664 千円 

人件費    733,603 千円 

一般管理費   42,035 千円 

業務経費   278,091 千円 

研究活動     52,985 千円 

研修事業    131,824 千円 

情報普及活動   76,503 千円 

インクルーシブ教育システム構築推進事

業 16,779 千円 

施設整備費   39,935 千円 

 

 

 

 

２．平成 29 年度収支計画 

費用の部  1,056,530 千円 

人件費    733,603 千円 

一般管理費   44,836 千円 

業務経費    278,091 千円 

 

 

収益の部  1,056,530 千円 

運営費交付金収益    

 1,049,000 千円 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

端末を活用した所内会議の実施等によりペーパ

ーレス化を推進した。 

また、複合機の契約について、賃貸借、メン

テナンス、トナー等を別々に契約していたもの

を、一体として調達することにより、これらに

要する費用を前年に比べて4,093千円削減した。 

 

 

１．平成 29 年度予算 

収入       1,119,872 千円 

運営費交付金  1,049,000 千円 

施設整備費補助金 39,935 千円 

寄附金収入         2,081 千円 

雑収入           17,636 千円 

受託事業等（間接経費含む） 

                  11,220 千円 

 

支出          1,130,904 千円 

人件費          728,244 千円 

一般管理費       54,079 千円 

業務経費        238,486 千円 

   研究活動        47,213 千円 

   研修事業        81,226 千円 

   情報普及活動    85,042 千円 

   インクルーシブ教育システム 

   構築推進事業    25,005 千円 

施設整備費       97,416 千円 

寄附金            1,961 千円 

受託事業等（間接経費含む） 

                 10,718 千円 

 

２．平成 29 年度収支計画 

費用の部  1,056,613 千円 

  人件費       727,430 千円 

  一般管理費    63,366 千円 

  業務経費     260,303 千円 

 財務費用       2,045 千円 

 臨時損失       3,469 千円 

収益の部  1,047,529 千円 

 運営費交付金収益 

             1,001,938 千円 

見直すことにより、固定的

経費の削減を図ることが

できた。 
 

＜課題と対応＞ 

 契約の見直しや会議等

のペーパーレス化を推進

し、引き続き固定的経費の

削減を図る。 
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Ⅴ 短期借入金の限度額 

   限度額３億円 

短期借入金が想定される事態と

して、運営費交付金の受入れが遅

延する場合や予想外の退職手当な

どに対応する場合を想定。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

研究の高度化・高品質化のため

の経費に充当する。 

自己収入         4,729 千円 

資産見返運営費交付金戻入 

  2,801 千円 

 

 

 

３．平成 29 年度資金計画 

資金支出  1,093,664 千円 

業務活動による支出   1,053,729千円 

投資活動による支出     39,935千円 

 

資金収入  1,093,664 千円 

業務活動による収入   1,053,729千円 

投資活動による収入     39,935千円 

 

Ⅴ 短期借入金の限度額 

  限度額３億円 

 短期借入金が想定される事態として、運

営費交付金の受入れが遅延する場合や予

想外の退職手当などに対応する場合を想

定。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 平成 29 年度はなし 

 自己収入      24,242 千円 

 資産見返運営費交付金戻入 

                14,991 千円 

 その他の収入   6,073 千円 

 臨時収益         285 千円 

 

３．平成 29 年度資金計画 

資金支出          1,130,904 千円 

業務活動による支出 1,033,488 千円 

投資活動による支出   97,416 千円 

 

資金収入           1,119,872 千円 

業務活動による収入 1,079,937 千円 

投資活動による収入    39,935 千円 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

行政事業レビューシート番号 １２４、１２５ 

 

 
２．主要な経年データ 

 

 

 

 

 

評価対象となる指標 

 

達成目標 

 

前中期目標期 

間最終年度値 

２８年度 

 

２９年度 

 

３０年度 

 

３１年度 

 

３２年度 

 

（参考情報） 

 

 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標 
 

中期計画 
 

年度計画 
 

主な評価指標 
 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
 業務実績 自己評価 

１．内部統制の充実 

 

研究所の内部統制につ

いては、基本方針を踏ま

え、理事長のリーダーシッ

プに基づく自主的・戦略的

な組織運営、適切なガバナ

ンスにより、国民に対する

説明責任を果たしつつ、法

人の政策実施機能の最大

化を図るため、内部統制シ

ステムを充実・強化するこ

と。 

各種の規程を整備する

とともに、内部統制の仕組

みが確実に機能を発揮し

た上で組織及び業務の運

営がなされるよう、 

① 研究所のミッションや

理事長の指示が確実に全

役職員に伝達される仕組

みの構築 

② 研究所のマネジメント

１．内部統制の充実 

 

内部統制については、理事長の

リーダーシップに基づく自主的・

戦略的な組織運営、適切なガバナ

ンスにより、国民に対する説明責

任を果たしつつ、法人の政策実施

機能の最大化を図るため、内部統

制の推進に関する委員会等を設置

し、内部統制システムの充実・強

化を図る。 

内部統制の推進に関する規程等

を整備するとともに、内部統制の

仕組みが確実に機能を発揮した上

で組織及び業務の運営がなされる

よう、 

①研究所のミッションや理事長の

指示が確実に全役職員に伝達され

るため、掲示板システム等の情報

システムの整備 

②研究所のマネジメント上必要な

データについて、各種会議等で情

報の収集・共有を行い理事長に伝

１．内部統制の充実 

 

 内部統制については、理事長のリーダー

シップに基づく自主的・戦略的な組織運

営、適切なガバナンスにより、国民に対す

る説明責任を果たしつつ、法人の政策実施

機能の最大化を図るため、内部統制の推進

に関する委員会等を設置し、内部統制シス

テムの充実・強化を図る。 

 

内部統制の推進に関する規程等を整備

するとともに、内部統制の仕組みが確実に

機能を発揮した上で組織及び業務の運営

がなされるよう、 

①研究所のミッションや理事長の指示が

確実に全役職員に伝達されるため、掲示板

システム等の情報システムの整備 

②研究所のマネジメント上必要なデータ

について、各種会議等で情報の収集・共有

を行い理事長に伝達した上で、組織・業務

運営において活用 

③内部統制を有効に機能させるため、定期

的な内部監査の実施及び監査結果の業務

＜主な定量的指標＞ 

 

＜その他の指標＞ 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

Ｐ108～111 

評定：Ｂ 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画に定められたとおり、概

ね着実に業務が実施されたと認め

られるため。 

 

 

＜評価すべき実績＞ 

内部統制委員会においてリスク

の洗い出し等を行ったほか、掲示板

システムの整備、総合調整会議にお

ける情報の共有・伝達及び内部監査

の実施により、内部統制の充実・強

化を図った。 

また、情報セキュリティ・ポリシ

ーの再確認とその重要性を改めて

意識させるとともに、情報セキュリ

ティレベルの維持・向上を図ること

を目的として情報セキュリティの

自己点検などを実施した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 内部統制委員会、内部統制推進室会議を設け

体制整備を図り、災害に関するリスク、業務に

関するリスク等の検討を行い、それに基づき対

応した。また、理事長が主催する月２回の総合

調整会議において各部・センターへの情報の共

有・伝達に努めた。掲示板システムを備えた情

報システムを活用し、全職員への情報伝達や、

定期的な内部監査及び監事監査の実施、監査結

果の理事長への報告等の伝達を迅速に行い、内

部統制の強化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜根拠＞ 

 

左記の業務実績により、

リスクマネジメントの向

上、組織内部の情報の伝達

の円滑化、監査結果の伝達

による業務改善が図られ、

内部統制の充実・強化が図

られた。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 監査で指摘があった事項

については、次年度も継続

的に監査を行い、業務改善

が図られているか確認し、

引き続き内部統制の充実・

強化に努める。 
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上必要なデータを組織内

で収集・共有し、理事長に

伝達した上で、組織・業務

運営において活用 

③ 内部統制が有効に機能

しているかどうかを継続

的にモニタリングを、理事

長のリーダーシップの下、

日常的に進めていくこと。 

 

達した上で、組織・業務運営にお

いて活用 

③内部統制を有効に機能させるた

め、定期的な内部監査の実施及び

監査結果の業務への反映を理事長

のリーダーシップの下、日常的に

進める。 

への反映を理事長のリーダーシップの下、

日常的に進める。 

 

 

 

 

 

 

＜有識者からの意見＞ 

・課題と対応について妥当である。 

 

・職員の働き方改革に関する取り組

みはどのようになっているか。 

 

 

 

 

 ２．情報セキュリティ対策

の推進 

 

政府機関の情報セキュ

リティ対策のための統一

基準群を踏まえ、情報セキ

ュリティ・ポリシーを適時

適切に見直すとともに、こ

れに基づき情報セキュリ

ティ対策を講じ、情報シス

テムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対す

る組織的対応能力の強化

に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

また、対策の実施状況を

毎年度把握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情報セキュ

リティ対策の改善を図る

こと。 

 

２．情報セキュリティ対策の推進 

 

 

政府機関の情報セキュリティ対

策のための統一基準群を踏まえ、

情報セキュリティ・ポリシーを情

報技術の進歩、新たな脅威の発生

等に応じて、適時点検し、必要に

応じて内容の追加修正等の見直し

を行うことにより、情報セキュリ

ティ水準を適切に維持する。 

これに基づき、情報システムへ

の侵入テスト等、サイバー攻撃へ

の耐性を確認するための検査及び

評価を年１回以上実施し、当該結

果を反映させた対策を施すことに

より、防御力の改善及び強化を図

る。 

 

併せて、情報セキュリティイン

シデントへの対処方法・手順を含

めた情報セキュリティに関する訓

練・研修を年１回以上実施し、組

織的対応能力の強化を図る。 

また、自己点検等で対策の実施

状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情報セキュリティ対

策の改善を図る。 

 

 

２．情報セキュリティ対策の推進 

 

 

 政府機関の情報セキュリティ対策のた

めの統一基準群を踏まえ、情報セキュリテ

ィ・ポリシーを情報技術の進歩、新たな脅

威の発生等に応じて、適時点検し、必要に

応じて内容の追加修正等の見直しを行う

ことにより、情報セキュリティ水準を適切

に維持する。 

これに基づき、情報システムへの侵入テ

スト等、サイバー攻撃への耐性を確認する

ための検査及び評価を年１回以上実施し、

当該結果を反映させた対策を施すことに

より、防御力の改善及び強化を図る。 

 

 

 

 

併せて、情報セキュリティインシデント

への対処方法・手順を含めた情報セキュリ

ティに関する訓練・研修を年１回以上実施

し、組織的対応能力の強化を図る。 

また、自己点検等で対策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報

セキュリティ対策の改善を図る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 「政府機関等の情報セキュリティ対策のため

の統一基準群（平成 28 年度版）」に基づいてい

るかどうかの再確認を行い、現状を踏まえた手

順の見直しや実施手順等の改正を行った。 

初任者研修において、情報セキュリティ教育

を実施し、全職員を対象に標的型メール攻撃に

関する模擬訓練を実施した(平成 30 年 3月)。ま

た、全職員を対象に情報セキュリティに関する

説明会(平成 30 年１月）を実施した。説明会で

は、標的型メールの実際の例や情報セキュリテ

ィ対策の動向等を説明するとともに、今後の方

策として、次の対策を平成 30 年度に行うことと

した。 

《対策１》情報の取扱いに関する情報共有及び

ルール作り 

《対策２》他者の資料の取扱い及びウェブ掲載

手続きの厳格化 

《対策３》USB メモリーのセキュリティ強化 

《対策４》職員への情報セキュリティ教育の充

実 

研究所の情報セキュリティレベルの維持・向

上を図ることを目的として、情報システムへの

ペネトレーションテストを行った。また、統一

基準群に準拠されていない運用の洗い出しと改

善を行うなどの自己点検を実施した。 

 

 

 

＜根拠＞ 

 

 

情報セキュリティ・ポリ

シーの改正を行ったこと、

職員を対象とした研修や自

己点検を実施したことによ

り、情報セキュリティ水準

の維持向上を図るととも

に、職員の情報セキュリテ

ィ意識の向上を図った。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き情報セキュリテ

ィの強化を図るとともに、

研修等を通じて職員の情報

セキュリティ意識の向上を

図ることで、情報セキュリ

ティ水準を適切に維持して

いく。 

情報セキュリティについては内部

監査や点検項目実施率など 点検

確認指標があると考えられる。 

 水準の維持向上、意識の向上は 

何を持って確認されているのか。 
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 ３．筑波大学附属久里浜特

別支援学校との連携・協力 

 

研究所と筑波大学附属

久里浜特別支援学校が、相

互の連携による教育研究

交流を通して、障害のある

子供の教育に関する実際

的・総合的な教育研究の推

進を図ること。 

また、共同調達の取組に

ついて、一層推進するよう

検討を進めること。 

 

 

３．筑波大学附属久里浜特別支援

学校との連携・協力 

 

 研究所と筑波大学附属久里浜特

別支援学校が、相互の連携による

教育研究交流を通して、障害のあ

る子供の教育に関する実際的・総

合的な教育研究の推進を図る取組

を行う。 

 また、効果的・効率的な業務運

営のため、研究所と筑波大学との

共同調達の取組について、一層推

進するよう検討を進める。 

３．筑波大学附属久里浜特別支援学校との

連携・協力 

 

 研究所と筑波大学附属久里浜特別支援

学校が、相互の連携による教育研究交流を

通して、障害のある子供の教育に関する実

際的・総合的な教育研究の推進を図る取組

を行う。 

また、効果的・効率的な業務運営のため、

研究所と筑波大学との共同調達の取組に

ついて、一層推進するよう検討を進める。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

筑波大学附属久里浜

特別支援学校と教育研

究の推進を図る取組を

行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 円滑な教育研究協力及び児童等の教育につい

て相互協力に資するため、国立特別支援教育総

合研究所・筑波大学附属久里浜特別支援学校連

絡会議を設け、定期的に運営等の課題について

連絡調整を図っている。 

また、「特別支援学校（知的障害）に在籍す

る自閉症のある幼児児童生徒の実態の把握と指

導に関する研究」において、久里浜特別支援学

校を研究協力機関として依頼し共同で研究を推

進している。 

 共同調達については、平成 29 年度は、学校給

食及び研修員の宿泊を伴う食事を提供するため

の食堂運営業務の共同調達を実施した。 

＜根拠＞ 

 

 

 筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連絡会議や研

究協力機関として研究を推

進したこと、共同調達の取

組を通じて効果的・効率的

な業務運営に資することが

できた。 

 

＜課題と対応＞ 

 筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携を深めて

いくことで、教育研究及び

共同調達の取組を推進し、

効果的・効率的な業務運営

を行う。 

 

 ４．施設・整備に関する計

画 

 

業務の円滑な実施に必

要な施設整備を進めると

ともに、管理施設の長寿命

化のための計画的な修繕

・改修等を推進すること。 

 

４．施設・整備に関する計画 

 

 研究活動、研修事業、情報普及

活動、インクルーシブ教育システ

ム構築推進事業等の業務の円滑な

実施に必要な施設整備を進めると

ともに、管理施設の長寿命化のた

めの計画的な修繕・改修等を推進

する。 

 本中期計画期間中に整備する施

設・設備は別紙４のとおり。 

 

４．施設・整備に関する計画 

 

 研究活動、研修事業、情報普及活動、イ

ンクルーシブ教育システム構築推進事業

等の業務の円滑な実施に必要な施設整備

を進めるとともに、管理施設の長寿命化の

ための計画的な修繕・改修等を推進する。 

（平成 29 年度施設整備） 

 研究管理棟外壁改修工事（２ヶ年計画の

２年次） 

 特別支援教育情報センター棟外壁改修

及び周辺環境改善工事 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

研究所の業務の円滑な

実施に必要な施設整備

を進めたか。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

  

 研究所業務の円滑な実施や施設の長寿命化に

資するため、研究管理棟及び特別支援教育情報

センター棟の経年劣化や塩害による劣化防止の

ための外壁改修工事を行い、それぞれ平成 29 年

9 月、平成 30 年 3月に竣工した。 

  

＜根拠＞ 

 

 研究所業務の円滑な実施

及び施設の長寿命化のた

め、計画どおり、外壁改修

工事を行い年度内に竣工す

ることができた。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、計画的な施設

整備を行い、研究所業務の

円滑な実施及び施設の長寿

命化を推進する。 

 

 ５．人事に関する計画 

 

新規採用や人事交流等

により、研究職員・事務職

員の幅広い人材の確保に

努めること。また、研修等

の実施により職員の資質

向上を図ること。 

５．人事に関する計画 

 

（１）方針 

研究所の研究活動、研修事業、

情報普及活動、インクルーシブ教

育システム構築推進事業等を効率

的に行うため、業務運営の効率化

や業務量の変動に応じた柔軟な組

織体制の構築に努めるとともに、

新規採用や人事交流により幅広い

５．人事に関する計画 

 

（１）方針 

 研究所の研究活動、研修事業、情報普及

活動、インクルーシブ教育システム構築推

進事業等を効率的に行うため、業務運営の

効率化や業務量の変動に応じた柔軟な組

織体制の構築に努めるとともに、新規採用

や人事交流により幅広い人材の確保を図

り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・業務運営の効率化や

業務量の変動に応じた

柔軟な組織体制の構築

に努めたか 

・新規採用や人事交流

により幅広い人材の確

＜主要な業務実績＞ 

 

業務運営の効率化や業務量の変動に対応でき

るよう、組織の見直しを検討し、平成 29 年４月

より発達障害教育推進センターを設置した（再

掲）。 

人材の確保については、公募等を行うことに

より 9 名の新規採用を行うとともに、教育委員

会及び大学等との人事交流等により 3 名受け入

れた。さらに、研究活動等の強化を図るため、9

＜根拠＞ 

 

 発達障害教育推進センタ

ーの設置等、業務に応じた

柔軟な組織体制の構築や、

人事交流等により幅広い人

材を確保したことにより、

職員の適正な配置を行うこ

とができた。また、他法人

との職員研修の共同実施に

新規採用、人事交流の受け入れ等で

の人件費削減効果があるものと思

われる。 
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人材の確保を図り、職員の計画的

かつ適正な配置を行う。また、必

要に応じて任期付研究員・客員研

究員等を採用し、研究活動等を強

化する。 

さらに、職員の資質の向上や専

門的な能力の向上を図るため、職

員研修等を計画的に実施するとと

もに、実施に際しては、「基本方

針」を踏まえ、他法人との共同実

施による職員研修とするなど、効

率化を図る。 

 

（２）人員に係る指標 

 常勤職員数については、適宜適

切に、業務等を精査し、職員数の

適正化に努める。 

 

（参考） 

 中期目標期間中の人件費総額見

込み 

  2,964 百万円 

 ただし、上記の額は、役員及び

常勤職員に対する給与、賞与、そ

の他の手当であり、退職手当及び

法定福利費は含まない。 

また、必要に応じて任期付研究員・客員研

究員等を採用し、研究活動等を強化する。 

 

 

 

さらに、職員の資質の向上や専門的な能

力の向上を図るため、職員研修等を計画的

に実施するとともに、実施に際しては、基

本方針を踏まえ、他法人との共同実施によ

る職員研修とするなど、効率化を図る。 

 

 

 

（２）人員に係る指標 

 常勤職員数については、適宜適切に、業

務等を精査し、職員数の適正化に努める。 

客員研究員等を任命し、研究活動の活性

化を図る。また、教育委員会、大学等との

人事交流により、必要な人員の確保に努め

る。 

 

保を図ったか 

・職員研修の計画的な

実施及び他法人との共

同実施による職員研修

を行ったか 

・常勤職員について業

務等を精査し職員数の

適正化に努めたか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

名の客員研究員を採用した。 

 

職員の計画的かつ適正な配置等を行うこと、

また、人材育成に係る計画を定めることを目的

にした「事務職員の人事に関する計画」を平成

29 年 8月に策定し、次のとおり職員研修を行う

とともに、職員の適正配置に努めた。 

職員研修については、 

（１）新任の職員を対象とし、独立行政法人

の制度を理解し業務の円滑な実施を図るこ

とを目的にした研修や情報セキュリティ・

ポリシーに関する研修等を実施した。 

（２）独立行政法人国立青少年教育振興機構

主催の新規採用職員研修及び独立行政法人

教職員支援機構主催の評価階層別研修に職

員を派遣した。 

（３）当研究所主催で人事制度研修及びダイ

バーシティ研修を実施するなど、職員研修

の共同実施を行い、経費の削減及び職員研

修の効率化を図った。 

 常勤職員数については、業務量を勘案し、昨

年度比 1 名減の 68 名とした。 

 

より、効率化を図ることが

できた。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、業務量に応じ

た柔軟な組織体制の構築を

図るとともに、人事交流等

による人材の確保、効率的

な職員研修等の実施等によ

り、職員の資質向上や専門

的な能力の向上に努める。 

 
４．その他参考情報 

特になし。 
 
 


